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私たちの藤沢 健康都市宣言 
 

すべての人が生涯を通じ、いつまでも住み慣れた地域で、からだも心も元気で、い

きいきと暮らし続けることは、私たちの願いです。 

この願いを実現するため、市民・地域と行政が協働し、健康づくりを進めることを

決意し、ここに「私たちの藤沢 健康都市」を宣言します。 

 

１ 私たち市民は、生涯を通じた健康を自らつくり、家庭ではぐくみます。 

 

１ 私たちの地域では、人と人とのつながりや地域の活力をいかして、互い

に健康を支え合います。 

 

１ 藤沢市は、市民・地域の健康を支えるまちづくりを進めます。 

 

私たちは、市民・地域と行政がともに手をたずさえ、健康をはぐくむしくみをつく

り、いまも未来も生きがいや夢の持てる充実した「私たちの藤沢 健康都市」を実現

します。 

 

 

平成 22年 10月１日 

藤沢市 



 

  
市長あいさつ文掲載 
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第１章 計画の改定にあたって  
 

１ 計画策定の趣旨 

国では、健康増進法の規定に基づき、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基

本的な方針」を定めており、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の

実現をめざし、令和６年度（2024 年度）から令和 17 年度（2035 年度）までの「二十一世

紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本 21（第三次））」を策定し、国民の健康づ

くりを推進していくこととしています。 

また、神奈川県においては、「かながわ健康プラン 21（第３次）」を策定し、健康寿命の

延伸に加え、健康格差の縮小を目標に取組を進めています。 

本市においては、2010 年（平成 22 年）３月に健康増進法に基づく「藤沢市健康増進計

画」を策定し、藤沢市らしい健康施策の推進をめざし、10月には「私たちの藤沢 健康都

市宣言」を掲げています。 

そして、2015年（平成 27年）３月には計画の取組を評価・見直しした上で、「元気ふじ

さわ健康プラン 藤沢市健康増進計画（第２次）」（以下「第２次計画」という。）を策定し

ました。 

第２次計画では、ライフステージごとの健康課題に対する施策を中心に、市民や地域全

体で健康づくりに取り組むことができる社会環境の整備をめざし、様々な施策を展開して

きました。 

第２次計画期間中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、社会環境の変化

や人との交流の制限及び交流方法が変化するなど、私たちの生活に大きな影響を与えまし

た。特に、外出機会の減少は、身体機能の低下や地域のつながり、社会活動の機会が失わ

れるなど、生活習慣病の悪化やこころの健康にもかかわる大きな課題になったと考えられ

ます。 

今回、第２次計画の計画期間が令和６年度で終了するため、このような私たちの健康を

取り巻く現状や課題などを踏まえながら、これまでの取組について評価・見直しを行い、

すべての人が生涯を通じ、いつまでも住み慣れた地域で、からだも心も元気で、いきいき

と暮らし続けられる健康都市の実現に向けて、「元気ふじさわ健康プラン 藤沢市健康増進

計画（第３次）」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法第８条に基づく市民の健康の増進に関する計画として、国の「健

康日本 21（第三次）」、県の「かながわ健康プラン 21（第３次）」及び本市の「藤沢市市政

運営の総合指針」をはじめとする、その他の計画とも整合性を図りながら進めていきます。 

なお、「藤沢市歯科保健推進計画」を本計画の「歯・口腔の健康」の分野の基本的な方針

として位置づけます。 

また、本計画の「栄養・食生活」の分野は、「藤沢市食育推進計画」と関連性を持ちなが

ら進めていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■関連計画との位置づけ 

 

市 

 

健康増進法 

健康日本 21（第三次）（令和６年度～令和 17年度） 

かながわ健康プラン 21（第３次）（令和６年度～令和 17年度） 

藤沢市市政運営の総合指針 2028（令和７年度～令和 10年度） 

元気ふじさわ健康プラン 藤沢市健康増進計画（第３次）  

（令和７年度～令和   年度） 
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３ SDGs実現の視点 

2015 年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」にて記載された 2016 年（平成 28 年）から 2030 年（令和 12 年）までの国際

目標です。持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169のターゲットから構成され、

発展途上国・先進国の別なく、すべての国が取り組む普遍的なものと定められています。 

国では､政府が 2016 年（平成 28年）12 月に｢SDGs実施指針｣を策定､2023年（令和５年）

12 月に改定し SDGs 推進の主要原則や方向性を示しました｡さらに毎年､｢SDGs アクション

プラン｣を作成し､各分野における取組を進めています｡ 

本市では､2021 年（令和３年）４月に改定した｢藤沢市市政運営の総合指針 2024｣におい

て､新たに SDGs の視点を取り入れ､2021 年（令和３年）10 月には､より具体的な SDGs の推

進方策を示した｢藤沢市 SDGs 共創指針｣を策定し､取組を着実に推進するとともに、多様な

主体との連携による地域の活性化や地域課題の解決をめざしています。 

本計画においても、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会を念頭に置いて取組

（施策）を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

本計画期間は令和７年度（2025年度）から令和 18年度（2036年度）までの 12 年間とし

ます。ただし、社会情勢の変化等状況に大きな変化が生じた場合には、必要な見直しを行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成
27年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
 0年度

令和
  年度

令和
 2年度

令和
 3年度

令和
 4年度

令和
 5年度

令和
 6年度

令和
 7年度

令和
  年度

国
健康日本２１

県
かながわ

健康プラン２１

藤沢市
健康増進計画

藤沢市
食育推進計画

第２次藤沢市
食育推進計画

６年間

第３次藤沢市
食育推進計画

５年間

第４次藤沢市
食育推進計画
６年間

藤沢市健康増進計画（第２次）
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第２章 藤沢市の状況  
 

１ 藤沢市の概要 

（１）人口構造の推移 
本市の人口は、2008 年（平成 20年）には 40万人を超え、2024年（令和６年）では一時

的に人口が微減しているものの、今後もしばらくは人口増加が続くことが見込まれていま

す。それとともに、65 歳以上の人口は横ばいに近い形で年々増加し、2025 年（令和７年）

には、４人に１人が高齢者になると予測されています（図１、図２、表１）。 

13地区ごとに比較すると、高齢化率が高い順に、湘南大庭（33.4％）、御所見（28.8％）、

片瀬（28.6％）となっています（図３）。 

今後も各地区とも高齢化率の上昇が見込まれますが、地域によって上昇に差があります

（表１）。また、出生数は横ばいに近い形で減少が続いています（図４）。 
 

図１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 資料 住民基本台帳（各年 10月 1日現在） 
 

図２ 総人口の将来の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査に基づく推計値（2010年（平成 22年）各年 10月 1日現在）  
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図３ 13 地区ごとの人口構成   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 住民基本台帳（2024年（令和６年）10月 1日現在）  

湘南大庭地区  
人口    ： 31,626人 
年少人口  ： 3,582人 
生産年齢人口： 17,485人 
高齢者人口 ： 10,559人 
高齢化率  ：  33.4％ 

片瀬地区  
人口    ： 20,205人 
年少人口  ： 2,108人 
生産年齢人口： 12,322人 
高齢者人口 ： 5,775人 
高齢化率  ：  28.6％ 

藤沢地区  
人口    ： 48,491人 
年少人口  ： 5,984人 
生産年齢人口： 31,368人 
高齢者人口 ： 11,139人 
高齢化率  ：  23.0％ 

辻堂地区  
人口    ： 44,816人 
年少人口  ： 6,531人 
生産年齢人口： 28,081人 
高齢者人口 ： 10,204人 
高齢化率  ：  22.8％ 

鵠沼地区  
人口    ： 60,375 人 
年少人口  ： 7,517人 
生産年齢人口： 38,116 人 
高齢者人口 ： 14,742 人 
高齢化率  ：  24.4％ 

湘南台地区  
人口    ： 33,432人 
年少人口  ： 3,726人 
生産年齢人口： 23,221人 
高齢者人口 ： 6,485人 
高齢化率  ：  19.4％ 

遠藤地区  
人口    ： 11,925人 
年少人口  ： 1,372人 
生産年齢人口： 7,663人 
高齢者人口 ： 2,890人 
高齢化率  ：  24.2％ 

御所見地区  
人口    ： 17,949人 
年少人口  ： 1,980人 
生産年齢人口： 10,807人 
高齢者人口 ： 5,162人 
高齢化率  ：  28.8％ 

長後地区  
人口    ： 33,574人 
年少人口  ： 3,840人 
生産年齢人口： 20,818 人 
高齢者人口 ： 8,916人 
高齢化率  ：  26.6％ 

六会地区  
人口    ： 36,551人 
年少人口  ： 4,749人 
生産年齢人口： 23,736 人 
高齢者人口 ： 8,066人 
高齢化率  ：  22.1％ 

善行地区  
人口    ： 41,748人 
年少人口  ： 4,486人 
生産年齢人口： 25,721 人 
高齢者人口 ： 11,541人 
高齢化率  ：27.6％ 

人口    ： 32,539人 
年少人口  ： 4,873人 
生産年齢人口： 20,462 人 
高齢者人口 ： 7,204人 
高齢化率  ：  22.1％ 

明治地区  

人口    ： 31,871人 
年少人口  ： 4,766人 
生産年齢人口： 20,288 人 
高齢者人口 ： 6,817人 
高齢化率  ：  21.4％ 

村岡地区  
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表１ 13 地区ごとの高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 住民基本台帳（2020年（令和２年）、2024年（令和６年））及び 

藤沢市将来人口推計（2025年（令和 17年）） 
 
図４ 出生数と合計特殊出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）合計特殊出生率とは、15歳～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が生涯に生むと推定され

る子どもの数を表す。 
資料 神奈川県衛生統計年報  

65歳以上人口 高齢化率 65歳以上人口 高齢化率 65歳以上人口 高齢化率

市全体 107,241 24.5 109,500 24.6 134,996 29.7

片瀬 5,764 28.3 5,775 28.6 6,789 38.0

鵠沼 14,207 24.2 14,742 24.4 19,067 30.1

辻堂 9,923 22.2 10,204 22.8 13,482 26.8

村岡 6,643 21.2 6,817 21.4 9,160 25.8

藤沢 10,996 23.3 11,139 23.0 13,344 26.3

明治 6,782 22.0 7,204 22.1 9,579 29.7

善行 11,455 27.2 11,541 27.6 13,827 36.3

湘南大庭 10,465 32.6 10,559 33.4 10,497 38.3

六会 7,867 22.0 8,066 22.1 10,753 28.5

湘南台 6,055 19.3 6,485 19.4 9,425 24.6

遠藤 2,800 23.6 2,890 24.2 4,073 27.5

長後 9,011 26.7 8,916 26.6 9,497 29.8

御所見 5,273 29.4 5,162 28.8 5,502 34.8

2020年
（令和２年10月）

2024年
（令和６年10月）

2035年
（令和17年）

3,566 3,523
3,379 3,343

3,202 3,223
3,058

1.39 1.42 1.38 1.40 1.35 1.37 1.35

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（令和元年）

2020年

（令和２年）

2021年

（令和３年）

（合計特殊出生率）（人）
出生数 合計特殊出生数
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（２）世帯数の変化 
世帯構成については、１世帯あたりの平均人員は横ばいが続いています（図５）。構成比

としては、単身世帯が増加しており、一人暮らし高齢者が増えている状況です（表２）。 

 

図５ 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 国勢調査（2010年～2020年（平成 22年～令和２年））及び 

藤沢市将来推計（2021年（令和３年）以降） 

 

表２ 世帯数及び構成比の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）構成比とは、一般世帯総数に占める割合をいう。 

資料 国勢調査 
 

  

世帯数
（世帯）

構成比
（％）

世帯数
（世帯）

構成比
（％）

世帯数
（世帯）

構成比
（％）

 総数 171,981 180,170 193,204

 一般世帯数 171,818 100.0 179,957 100.0 192,960 100.0

 核家族世帯 105,314 61.3 109,416 60.8 114,000 59.1

 三世代世帯 5,959 3.5 5,454 3.0 3,985 2.1

 単独世帯 55,610 32.4 60,037 33.4 69,938 36.2

 うち高齢単身者世帯 13,511 7.9 18,205 10.1 20,849 10.8

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和２年）

171,818

179,957
192,960 194,193 195,505 196,818 198,115 199,431 200,163 201,057 201,996

2.38

2.36
2.26 2.26 2.25 2.25 2.24 2.23 2.23 2.22 2.22

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

2010年

（平成22年）

2015年

（平成27年）

2020年

（令和２年）

2021年

（令和３年）

2022年

（令和４年）

2023年

（令和５年）

2024年

（令和６年）

2025年

（令和７年）

2026年

（令和８年）

2027年

（令和９年）

2028年

（令和10年）

（１世帯当たり

平均人員）
（人）

世帯数 １世帯当たり平均人員推計値
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２ 藤沢市の健康に関する現状 

（１）平均寿命と健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均） 
 本市では、健康寿命を日常生活動作が自立している期間の平均として介護保険の情報を

もとに算出しました。その結果、令和４年は男性 81.4歳、女性は 85.1歳でした。 

 平均寿命と健康寿命の差の年次推移はほぼ横ばいで経過しています（図６）。 

図６ 藤沢市の健康寿命年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 厚生労働科学研究「健康寿命算出プログラム」を用いて藤沢市が算出。 

※住民基本台帳（各年 10月 1日）、人口動態統計、介護事業状況報告を利用。 

※算出にあたって必要な全国の基礎資料は、総務省「人口推計」（各年 10月 1日）、各年の厚生労働省

「人口動態統計（確定数）」、各年の厚生労働省「簡易生命表」を活用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

健康寿命を延ばしましょう 

平均寿命は「０歳時点での平均余命（現在の年齢からあと何年生きるか）」で、健康寿命は「健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいいます。 

いつまでも健康でいきいきと暮らせるよう、生活習慣病やフレイル等を予防することで、日ごろからの健

康づくりに取り組んでいき、健康寿命を延ばしましょう。 

コラム 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

平均寿命 
健康寿命 

令和３年

令和４年

〈男性〉

平成22年

平成27年

平成30年

令和元年

令和２年

80.7 

81.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.3 

82.6 

79.5 

80.7 

81.7 

81.8 

81.8 

82.0 

81.4 

76 78 80 82 84 86 88 90
（歳）

1.2歳

1.2歳

1.2歳

1.2歳

1.3歳

1.2歳

1.2歳

〈女性〉

86.9 

87.8 

88.1 

87.6 

88.3 

87.8 

87.8 

83.9 

85.0 

85.5 

85.0 

85.7 

85.2 

85.1 

76 78 80 82 84 86 88 90
（歳）

2.8歳

2.6歳

2.6歳

2.7歳

2.6歳

3.0歳

2.6歳

平均寿命 

健康寿命 
日常生活に 

制限のある期間 
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（２）介護の状況 
 本市の要介護・要支援認定者数（第２号被保険者を含む）は、高齢者数の増加に伴い年々

増加し、2023年（令和５年）９月末現在、22,246人となっています。 

 今後も増加傾向は継続し、2026 年（令和８年）には、24,597 人、2050 年（令和 32 年）

には、44,383人となる見込みです（図７)。 
 

図７ 要介護・要支援認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 本市の要介護度認定者数は、2024 年（令和６年）３月末現在、前期高齢者（65～74 歳）

は 2,088人、後期高齢者（75歳以上）は 19,858人となっています。 

 要介護認定を受けた人の割合は、前期高齢者は 4.6％、後期高齢者は 31.1％となってお

り、年齢別でみると、85歳以上で約５割となり、年齢とともに高くなっています（表３)。 

表３ 要介護度別認定者数及び年齢別人口に占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　（人）

実績値 推計値

20,837 21,414 22,246 22,994 23,804 24,597

27,755

44,383

19.4% 19.8%
20.5% 21.0% 21.6% 22.0%

23.5%

29.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2021年

（令和３年）

2022年

（令和４年）

2023年

（令和５年）

2024年

（令和６年）

2025年

（令和７年）

2026年

（令和８年）

2030年

（令和12年）

2050年

（令和32年）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率

（人） （％） （人） （％）

65～69歳 21,134 20,485 96.9 649 3.1

70～74歳 24,374 22,935 94.1 1,439 5.9

45,508 43,420 95.4 2,088 4.6

要介護認定なし総数 要介護認定総数
前期高齢者（人）

合計

年
齢
別
人
口

（人） （％） （人） （％）

75～79歳 24,085 21,278 88.3 2,807 11.7

80～84歳 19,607 14,527 74.1 5,080 25.9

85～89歳 12,386 6,358 51.3 6,028 48.7

90～94歳 5,796 1,589 27.4 4,207 72.6

95～99歳 1,721 217 12.6 1,504 87.4

100歳～ 247 15 6.1 232 93.9

63,842 43,984 68.9 19,858 31.1合計

要介護認定なし総数 要介護認定総数
後期高齢者（人）

年
齢
別
人
口

資料 要介護度別認定者数 

（2024年 3月 31日現在）より 
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（３）主要死因別死亡の状況 
主要死因別死亡の構成比は、悪性新生物、老衰、心疾患（高血圧性を除く）の順で高く、

また、生活習慣病による死因が４割半ばとなっています（図８）。 

また、主要死因別死亡率（人口 10万対）の年次推移をみると、悪性新生物及び心疾患は

横ばいで、脳血管疾患はやや減少傾向です（図９）。 

 

図８ 主要死因別死亡の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 主要死因別死亡率（人口 10 万対）の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）人口 10万対である 

資料 神奈川県衛生統計年報 

 

  

生活習慣病 

資料 令和３年 神奈川県衛生統計年報 

悪性新生物

26.3%

心疾患

（高血圧性を除く）

13.1%

脳血管疾患

6.3%肺炎

3.3%

老衰

15.7%不慮の事故

2.9%

自殺

1.5%

その他
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227.4 241.9 239.1

232.9
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230.6

237.4 246.9
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（平成30年）

2019年

（令和元年）
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（令和２年）

2021年

（令和３年）

悪性新生物 心疾患（高血圧性を除く） 脳血管疾患
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（４）医療費と治療状況 
藤沢市国民健康保険加入者における主要疾病の医療費の割合は、入院では統合失調症、

統合失調症型障害及び妄想性障害が 19.6％（839 百万円）と最も多く、次いでその他の心

疾患が 14.3％（611 百万円）、その他の悪性新生物＜腫瘍＞が 14.0％（597百万円）となっ

ています。入院外では糖尿病が 15.9％（1,253百万円）、腎不全が 15.8％（1,242 百万円）、

その他の悪性新生物＜腫瘍＞が 13.7％（1,076百万円）となっています（図 10）。 
 

図 10 医療費上位 10 疾患（中分類）（令和４年度） 

【入院】       【入院外】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 第３期藤沢市国民健康保険保健事業実施計画（藤沢市データヘルス計画）及び 

第４期藤沢市特定健康診査等実施計画より一部改変 

 

人工透析患者数は減少しているものの、新規人工透析導入者数は、令和元年度を除きほ

ぼ横ばいに近い形で推移しています（図 11）。 

 

図 11 市における人工透析患者数内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 神奈川県国民健康保険団体連合会より提供  

統合失調症、統合失調症
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（５）がん検診・こくほ特定健康診査・後期高齢者等健康診査 

①がん検診 

本市で実施しているがん検診の受診率は、肺がん検診が 18％台、大腸がん検診が 16％台、
その他のがん検診の受診率は低い状況です（図 12）。 

図 12 がん検診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料 健康づくり課の概要 

 
本市における令和３年の部位別がん死亡者数（男女合計）については、平成 29年に比べ、

胃がん、前立腺がんは減少し、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんは増加しています
（図 13）。 

 

図 13 がん死亡者数（男女合計） 
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②こくほ特定健康診査受診状況 

 こくほ特定健康診査の受診率は令和２年度に減少し、横ばいで推移しています（図 14）。 

 

図 14 こくほ特定健康診査受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 法定報告値 

 

③後期高齢者等健康診査受診状況 
 後期高齢者等健康診査受診率は、横ばいで推移しています（図 15）。 

 

図 15 後期高齢者等健康診査受診状況 
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（６）歯科健康診査 

①３歳６か月児健康診査 

［う蝕（むし歯）に関して］ 

３歳６か月健康診査ではう蝕のない人の割合は年々増加傾向にあります。一方で、６本

以上の多数歯のう蝕を持つ人の割合は 2022 年（令和４年）から横ばいです（図 16）。 

 

図 16 ３歳６か月児のう蝕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②成人歯科健康診査 
［歯科受診に関して］ 

かかりつけ歯科医で定期受診をしている人の割合は年々増加傾向である一方で、世代ご

とにみると若い世代は依然低くなっています（図 17）。 

 

図 17 １年以内に歯科受診している人の割合 
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［歯肉の状況に関して］ 

歯周炎の一つの目安である歯周ポケット４ｍｍ以上に該当する人は 30 代以上で増加傾

向にあります（図 18）。 

 

図 18 ４mm 以上の歯周ポケットを持つ人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［残存歯に関して］ 

60歳で 24本以上残存歯を持つ人の割合は横ばいとなっていますが、80歳で 20 本以上残

存歯を持つ人の割合は低下傾向にあります。（図 19）。 
 

図 19 60 歳で 24 本以上残存歯を持つ人（6024 達成者）の割合と 80 歳で 20 本以上残存歯を持つ人（8020 達成者）の割合 
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［咀嚼機能に関して］ 

成人歯科健康診査にて高齢者を対象に実施する咀嚼能力検査の結果では、加齢とともに

咀嚼機能が低下する傾向があることがわかります。また、経年で比較しても、咀嚼機能に

注意が必要な人の割合は増加傾向がみられます（図 20）。 

 

図 20 咀嚼能力検査注意＋不良の人の割合 
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（７）健康に関する意識と生活習慣（市民アンケート調査より） 

第２次計画の評価及び本計画の策定にあたり、市民の健康に対する意識や健康状態を把

握するためアンケート調査を実施しました。 

■アンケート調査の概要 

 
３歳６か月児の

保護者 
小学校６年生 中学校２年生 成人 

調査期間 2023 年（令和５年）８月～10月 

調査方法 郵送による配布・回収、オンラインでの調査 

調査対象 

市内在住の 

３歳６か月児の 

保護者 579 人 

藤沢市立小学校 

に在籍する 

６年生 439 人 

藤沢市立中学校 

に在籍する 

２年生 696 人 

市内在住の 

20 歳以上の 

男女 3,000 人 

有効回答率 83.6％ 91.8％ 68.5％ 46.3％ 

集計値や図表の 

表記について 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。 

また、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％

にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率で

あるかという見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合が

あります。 

・クロス集計で無回答を排除している場合、クロス集計の有効回答数の合計

と単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、ク

ロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質

問項目を交差して並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関

係を明らかにするための集計方法です。 

 

※本冊子には、令和５年度に実施した藤沢市健康増進計画（第２次）

及び第３次藤沢市食育推進計画の最終評価アンケート調査結果のう

ち、健康増進計画に関連する結果の一部を掲載しています。詳細につ

いては、本市 HPで確認することができます。 

 

 

 

 

  

参考 藤沢市 HP 健康増進計画・食育推進計画等について 
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①健康状態に対する感じ方 

「どちらかといえば健康だと思う」の割合が 49.0％と最も高く、次いで「健康だと思う」

の割合が 23.0％、「あまり健康だとは思わない」の割合が 17.6％となっています。「健康だ

と思う」「どちらかといえば健康だと思う」を合わせた“健康だと思う”の割合は減少して

います（図 21）。 

図 21 健康状態に対する感じ方について（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②身長・体重 

性別・年齢別にみると、「肥満」はいずれの年齢も男性が女性を上回り、特に 40～64 歳

で 32.8％と、高い割合となっています。「やせ」はいずれの年齢も女性が男性を上回り、特

に 20～39歳で 18.3％と、高い割合となっています（図 22）。 

 

図 22 身長・体重について（成人 性別・年齢別） 
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健康だと思わない 分からない 無回答

回答者数 =

男性全体 617

20～39歳 86

40～64歳 265

65歳以上 260

女性全体 756

20～39歳 126

40～64歳 324

65歳以上 300

5.0

8.1

2.3

6.9

17.1

18.3

17.9

16.0

65.0

68.6

62.6

66.2

68.9

68.3

70.4

67.7

27.4

23.3

32.8

23.1

11.6

13.5

9.3

13.3

2.6

2.3

3.8

2.4

2.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20～39歳

40～64歳

65歳以上

女性全体

20～39歳

40～64歳

65歳以上

『健康だと思う』72.0％ 

回答者数 =

今回調査 1,388

Ｈ30 1,425

Ｈ25 1,230

23.0

34.5

30.9

49.0

44.1

45.4

17.6

12.8

11.5

8.0

6.3

7.5

1.0

1.1

1.3

1.4

1.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ30 

Ｈ25 

Ｒ５ 

男 
 

性 

女 
 

性 
やせ（18.5未満） 標準（25.0未満） 肥満（25.0以上） 無回答（BMI18.5 未満） やせ（18.5未満） 標準（25.0未満） 肥満（25.0以上） 無回答（BMI25.0 未満） やせ（18.5未満） 標準（25.0未満） 肥満（25.0以上） 無回答（BMI25.0 以上） やせ（18.5未満） 標準（25.0未満） 肥満（25.0以上） 無回答
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③栄養・食生活 

主食・主菜・副菜のそろった食事について、子ども（３歳６か月児、小学校６年生、中

学校２年生）では、「そろっている」の割合が８割前後となっている一方、成人のうち、

若い世代では低く、年代が高くなるにつれ「そろっている」の割合が高くなる傾向がみら

れます（図 23）。 

また、野菜及び塩分の摂取、よく噛んで食べることや生活習慣病予防等についても同様

に、成人の年代が高くなるにつれ、よい傾向がみられます（図 24、25、26、27）。 

 

図 23 主食・主菜・副菜のそろった食事について（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 野菜摂取状況について（成人 年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 塩分の摂取量について（成人 年齢別） 

 

 

 

  

そろっている そろっていない よくわからない
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（１つ分70g未満）

１つ分くらい

（70g～140g未満）

２つ分くらい

（140g～210g未満）

３つ分くらい

（210g～280g未満）

４つ分くらい

（280g～350g未満）

５つ分以上

（350g以上）

無回答

全体 1,388

　20～39歳 215

　40～64歳 594

　65歳以上 562

5.5 
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6.1 

3.2 

34.9 

43.7 
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％
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21.5
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21.7
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図 26 ゆっくりよく噛んで食べることについて（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 生活習慣病の予防や改善について（成人 年齢別） 
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④身体活動・運動 

日頃の運動の状況は、男女ともに「ほとんど（全く）していない」の割合が高く、理由

としては、「時間がない」「面倒である」の割合が高くなる傾向がみられます（図 28、30)。

一方で、65 歳以上において「腰やひざ等が痛くてできない」の割合が高くなっています。 

また、１日の中で座ったり横になったりして過ごす時間が短くなるほど「やせ」の割合

が高く、長くなるほど「肥満」の割合が高くなる傾向がみられます（図 29）。 

 

図 28 日頃の運動（通勤や買い物など日常生活で行う歩行は除く）について（成人 性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 29 普段、1日の中で座ったり横になったりして過ごす時間（睡眠時間は除く）について（成人 BMI別） 
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１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満
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図 30 運動をしない理由について（成人 性別・年齢別） 

 

【男性】       【女性】 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性全体

（回答者数 = 235）

20～39歳

（回答者数 = 44）

40～64歳

（回答者数 = 100）

65歳以上

（回答者数 = 88）

女性全体

（回答者数 = 349）

20～39歳

（回答者数 = 73）

40～64歳

（回答者数 = 172）

65歳以上

（回答者数 = 101）

％

時間がない

面倒である

体を動かすのが苦手

腰やひざ等が痛くて
できない

何をすればよいか分
からない

施設や場所がない

一緒に運動する仲間
がいない

病気のため

必要としていない

家族や医師などから
すすめられていない

から

その他

特になし

無回答

40.0

34.0

7.7

13.6

13.2

7.7

8.5

5.1

4.7

0.9

7.2

8.9

5.1

75.0

45.5

6.8

2.3

13.6

6.8

18.2

0.0

2.3

0.0

2.3

2.3

4.5

46.0

43.0

7.0

13.0

13.0

11.0

9.0

2.0

6.0

0.0

9.0

9.0

2.0

15.9

18.2

9.1

20.5

13.6

4.5

3.4

11.4

4.5

2.3

8.0

11.4

9.1

0 20 40 60 80
％

時間がない

面倒である

体を動かすのが苦手

腰やひざ等が痛くて
できない

何をすればよいか分
からない

施設や場所がない

一緒に運動する仲間
がいない

病気のため

必要としていない

家族や医師などから
すすめられていない

から

その他

特になし

無回答

47.0

31.8

22.9

14.6

13.5

10.6

7.4

4.9

3.7

1.1

6.6

6.9

2.9

71.2

41.1

26.0

4.1

23.3

15.1

8.2

2.7

6.8

1.4

8.2

2.7

0.0

53.5

33.7

25.6

8.7

9.9

9.3

8.1

4.1

1.7

1.2

5.8

4.1

2.3

19.8

21.8

16.8

30.7

11.9

8.9

5.9

7.9

5.0

1.0

6.9

14.9

5.9

0 20 40 60 80



 

23 

⑤歯と口腔の健康 

歯と口の健康を維持するための習慣として、デンタルフロスや歯間ブラシなど歯間清掃

用具を使用する人や、定期的に歯科健診を受ける人の割合は増加傾向にあり（図 31）、そ

うした習慣がある人ほど残存歯数が多い傾向がみられます（図 32）。一方で、歯の本数と

咀嚼（噛むこと）や嚥下（飲み込み）の課題感は、必ずしも一致しない結果となっていま

す（図 32、34、35、36、37）。 

また、３歳６か月児の約１割に咀嚼の問題がみられます（図 33）。 

 

図 31 歯の健康のために心がけていること（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32 歯の健康のための習慣と歯の本数の関係（成人） 
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図 33 咀嚼について（３歳６か月児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［口腔機能に関して］ 

 

図 34 半年前と比較した固いものの食べにくさについて（成人）  図 35 お茶や汁物等でむせるかについて（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 半年前と比較した固いものの食べにくさについて（成人 歯の本数別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37 お茶や汁物等でむせるかについて（成人 歯の本数別） 
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⑥喫煙 

受動喫煙の機会については、平成 30 年度調査と比較して減少傾向となっています（図

38)。 

また、喫煙していると答えた人の禁煙の意思については、「禁煙するつもりはない」の割

合が 42.3％と最も高く、次いで「できれば禁煙したいと思っている」の割合が 39.4％とな

っています（図 39)。 

ＣＯＰＤの認知度については、男性、女性ともに「聞いたことがない」と「今回のアン

ケートで初めて知った」を合わせた「知らない」人の割合が約半数となっています（図 40)。 

 

図 38 受動喫煙について（成人） 
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※H30の家庭の項目においては「ほぼ毎日」と回答した割合のみを掲載しています。 

 

 

図 39 吸っていると答えた人のうち禁煙の意思について（成人） 
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図 40 ＣＯＰＤの認知度について（成人 性別・年齢別） 
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⑦飲酒 

飲酒の目的としては、男性では年齢が高いほど「自分の楽しみとして」の割合が高く、

年齢が低いほど、「付き合い」の割合が高い傾向です。また、女性 40～64 歳で「ストレス

解消」の割合が高くなっています（図 41)。 

１日の飲酒量は、女性全体では「１合未満」が 62.1％と多くを占めています。男性は女

性と比較し、すべての世代で「２合以上～３合未満」の割合が高くなっています（図 42)。 

お酒の適量については、「適量があることは知っているが、内容は知らない」の割合が最

も高く、平成 30 年度調査と比較すると、「適量があることを知らない」の割合が増加し、

「適量を知っている」の割合が減少しています（図 43)。 

 

図 41 飲酒の目的について（成人 性別・年齢別） 
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図 42 １日の飲酒量について（成人 性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43 お酒の適量について（成人） 
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⑧休養・こころ 

睡眠時間について、３歳６か月児では「10時間以上」、小学校６年生では「９時間以上」、

中学校２年生では「８時間位」の割合が最も高くなっています（図 44、45、46）。成人の

睡眠時間は、男女とも 40～64歳で「６時間未満」の割合が高く、５割を超えています。す

っきりした目覚めについては、男女とも年齢が低くなるにつれ「あまりできていない」と

「全くできていない」を合わせた「すっきりと目覚めることができていない」の割合が高

くなる傾向がみられ、特に女性 20～39 歳で約４割となっています（図 47、48)。 

ストレス解消法ついては、男女とも年齢が高くなるにつれ「持っていない」の割合が高

くなる傾向がみられ、特に男性 65歳以上で５割半ばとなっています（図 49)。 

 

図 44 睡眠時間について（３歳６か月児）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 45 昼寝時間について（３歳６か月児） 
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図 46 睡眠時間について（小学校６年生・中学校２年生）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 47 普段の睡眠時間について（成人 性別・年齢別） 
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図 48 すっきりとした目覚めについて（成人 性別・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49 ストレス解消法の有無について（成人 性別・年齢別） 
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⑨生活習慣病予防の取組 

小学校６年生の生活習慣病の認知度について、平成 27 年度調査、平成 30 年度調査と比

較すると、「知っている」の割合が増加している傾向がみられます（図 50)。 

中学校２年生の生活習慣病の認知度について、「知っている」の割合が最も高く、平成 27

年度調査、平成 30年度調査と比較すると、「知っている」「だいたい知っている」の割合が

増加しています（図 51)。 

治療中の病気の有無（成人）については、「ある」の割合が 50.4％となっています（図

52)。治療中の病気について、「高血圧」の割合が最も高くなっています。平成 30 年度調査

と比較すると、「高血圧」「むし歯・歯周病などの歯・口腔の病気」は減少し、「糖尿病」は

増加する傾向がみられます（図 53）。 

かかりつけ医等の有無については、「かかりつけ医」の割合が 66.0％と最も高く、次いで

「かかりつけ歯科医」の割合が 56.3％、「かかりつけ薬局」の割合が 43.3％となっていま

す（図 54）。 
 

図 50 生活習慣病の認知度について（小学校６年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 51 生活習慣病の認知度について（中学校２年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 治療中の病気の有無について（成人） 

 

 

 

 

 

  

知っている だいたい知っている

（聞いたことはあるが意味は知らない）

知らない 無回答

知っている だいたい知っている 知らない 無回答

ある ない 無回答

回答者数 =

今回調査 403

Ｈ30 427

Ｈ27 418

33.3

26.2

24.4

40.4

29.5

33.7

25.8

44.0

41.9

0.5

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ５ 

回答者数 =

今回調査 477

Ｈ30 717

Ｈ27 647

50.9

30.0

24.7

42.3

36.4

43.6

5.9

31.4

27.7

0.8

2.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ５ 

回答者数 =

今回調査 1,388

Ｈ30 1,425

Ｈ25 1,230

50.4

49.3

50.9

47.6

50.4

48.3

2.1

0.4

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ５ 
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図 53 治療中の病気について（成人） 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25年度調査には「運動器の疾患（膝や腰、股関節など）」「がん」「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」の選択肢はありません

でした。 

図 54 かかりつけ医等の有無について（成人） 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25年度調査には「かかりつけ歯科医」「かかりつけ薬局」の選択肢はありませんでした。  

今回調査

（回答者数 = 699）

Ｈ30

（回答者数 = 702）

Ｈ25

（回答者数 = 626）

％

高血圧

運動器の疾患
（膝や腰、股関節など）（※）

脂質異常症

糖尿病

むし歯・歯周病などの歯・
口腔の病気

心臓病

こころの病気

がん（※）
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（ＣＯＰＤ）

その他

無回答
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1.3

0.6
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Ｈ30
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Ｈ25
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％
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かかりつけ薬局（※）
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43.3
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0.6
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2.0
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－
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［健康診断・がん検診］ 

健康診断・がん検診の受診率について、平成 30 年度調査と比較すると、「受けている」

の割合が 3.5 ポイント、平成 25 年度調査と比較すると、「受けている」の割合が 3.1 ポイ

ント増加しています（図 55）。 

がん検診の受診場所について、平成 30 年度調査と比較すると、胃がん検診（内視鏡検

査）、子宮頸がん検診、乳がん検診（マンモグラフィ検査）、乳がん検診（超音波検査）、胃

がんリスク検診（ＡＢＣ検診）で「職場」の割合が増加しています。一方、肺がん検診、大

腸がん検診で「市」の割合が減少しています（図 57）。 

健康診断・がん検診を受けない理由について、平成 25 年度調査、平成 30 年度調査と比

較すると、「通院中のため」「受け方が分からない」「検査がこわい」の割合が増加し、「時

間がない」の割合が減少する傾向がみられます（図 58）。 

 

図 55 健康診断・がん検診の受診の有無について（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 56 過去２年間のがん検診の受診の有無について（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受けている 受けていない 無回答

回答者数 =

肺がん検診 1,107

大腸がん検診 1,107

胃がん検診（X 線検査） 1,107

胃がん検診（内視鏡検査） 1,107

子宮頸がん検診 595

乳がん検診
（マンモグラフィ検査）

595

乳がん検診（超音波検査） 595

前立腺がん検診 503

胃がんリスク検診
（ＡＢＣ検診）

1,107

46.1

50.2

31.3

32.7

51.4

46.2

33.4

33.8

11.4

39.6

36.9

46.3

48.1

33.4

40.3

49.1

48.1

60.3

14.4

12.9

22.5

19.2

15.1

13.4

17.5

18.1

28.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある なし 無回答

回答者数 =

今回調査 1,388

Ｈ30 1,425

Ｈ25 1,230

79.8

76.3

76.7

18.1

22.3

22.9

2.2

1.4

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ５ 
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図 57 がん検診の受診場所（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 58 健康診断・がん検診を受けない理由（成人） 
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⑩地域とのつながり・社会参加 

地域におけるボランティア活動や趣味のグループの参加状況については、「参加してい

ない」の割合が最も高くなっており、平成 30年度調査と比較すると、その割合は増加して

います（図 59）。 

一方で、今後、地域での活動への参加意向については、約４割が「自分に合った活動が

あれば参加したい」と回答しています（図 60）。 

現在の暮らしの状況については、「普通」の割合が 41.8％と最も高く、次いで「やや満足

している」の割合が 24.9％、「あまり満足していない」の割合が 16.9％となっています（図

61）。 

 

図 59 地域活動への参加状況について（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

図 60 地域活動への参加意向について（成人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 61 現在の暮らしの状況について（成人） 
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３ 元気ふじさわ健康プラン 藤沢市健康増進計画（第２次）の評価と課題 

（１）到達目標と基本方針 
■到達目標 

第２次計画においては、からだも心も元気で、いきいきと暮らし続けるために、「健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命の延伸と、健康

格差の縮小を到達目標としました。 

■基本方針 

到達目標である「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」のためには、市民一人ひとりの生

活習慣の改善及び生活習慣病の重症化予防と、市民の健康づくりに取り組みやすい社会環

境の整備が大切と考え、以下の４つを基本方針として第２次計画を推進しました。 

１ 市民一人ひとりが自ら取り組む健康づくりをすすめます 

２ みんなで取り組む健康づくりをすすめます～ソーシャルキャピタルの活用～ 

３ 健康づくりのための社会環境を整えます 

４ ライフステージごとの健康課題に応じた健康づくりをすすめます 

 

（２）目標値の達成状況のまとめ 
ア 到達目標について 

 健康寿命については、平成 27年の第２次計画策定時と比較し、男性は 0.7歳延伸、女性

は 0.1 歳延伸となっており、平均寿命と健康寿命の差については、男女ともほぼ横ばいで

経過しています。この 10年間で高齢化がさらに進み、要介護・要支援認定者数の増加もみ

られることから、引き続き、健康寿命の延伸だけでなく、平均寿命と健康寿命の差の縮小

をめざしていく必要があります。 

 健康格差については、健康づくりへの関心度や、社会経済状況等の違いによる健康格差

が課題となっており、あらゆる人が健康づくりに取り組みやすい環境整備をすすめること

で、健康格差の縮小をめざす必要があります。 

[男性]      （歳） [女性]        （歳） 

 平成 27年 令和４年 平成 27年 令和４年 

平均寿命 81.9 82.6 87.8 87.8 

健康寿命 80.7 81.4 85.0 85.1 

平均寿命と健康寿命の差 1.2 1.2 2.8 2.7 
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イ 行動目標と取組について 

施策の成果や達成度を把握するため、７つの分野ごとに目安となる指標（35項目）及び

ライフステージにあわせた目標値（99項目）を設定しました。 

その結果、目標値を達成した項目は 18 項目、計画策定時から改善できた項目は 31 項目

となっており、合わせて 49％の改善という結果になりました。一方、計画策定時から変化

のない項目は 14項目（14％）、計画策定時よりも悪化した項目は 36項目（36％）という結

果になっています。 

評価 合計 

Ａ 達成 実績値が目標値に達している 18 

Ｂ 改善 策定時の値と実績値の増減率が、５％以上改善している 31 

Ｃ 変化なし 策定時の値と実績値の増減率が、±５％未満である 14 

Ｄ 悪化 策定時の値と実績値の増減率が、５％以上悪化している 36 

※「＊」がついている評価については、中間評価から新たに追加や変更した項目となっているため、中間評

価と比較した項目となります。 

※評価方法は、計画策定時の値と実績値から算出した増減率としました。 

 

 

 第２次計画における指標項目の出典については、次のとおりです。 

出典 

① 藤沢市健康増進計画アンケート調査（各年調査） 

② 全国体力・運動能力、運動習慣等調査（各年調査） 

③ 藤沢市こくほ特定健康診査・特定保健指導結果 

④ 健やか親子 21（第３次）アンケート 

⑤ 保健所年報 

⑥ 母子保健統計 

⑦ 藤沢市学校保健統計調査（別冊） 

⑧ 藤沢市成人歯科健康診査結果 
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[栄養・食生活について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
現状と課題 

◆生活習慣病の発症予防・重症化予防及び低栄養・フレイル予防 

幼児期・青少年期では、健全な食生活を実践できている人が多い結果となっています。 

成人期では、20～64 歳の主食・主菜・副菜のそろった食事を食べている（２食以上）人の

割合や生活習慣病予防のために普段から気をつけた食生活を実践している人の割合、20～

39 歳のよく噛んでいる人の割合、40～64 歳の塩分を控える人の割合が悪化しており、成

人期の食生活に課題があります。成人期は、仕事や子育て、介護等で忙しく、健康や食に

関心が向きにくい、あるいは実践する時間がないことが考えられ、この時期の生活習慣が、

将来の健康状態に大きく影響を及ぼすことから、無理なく実践できる取組が必要です。 

高齢期では、健康維持のため、食生活への意識は改善傾向がみられますが、加齢等によ

り噛む力や口腔機能が低下している場合には食事量が不足している可能性があります。ま

た、一人暮らしの高齢者が増加傾向であり、献立の簡素化等による栄養バランスの偏りが

心配されます。食事量の低下による低栄養やフレイル、生活習慣病を重症化しないよう取

組が必要です。 

◆適正体重の維持 

性別で見ると、女性ではやせ、男性では肥満の割合が多い傾向です。適正体重の維持

には、体格や活動量にあったバランスの良い食事（質と量）を心がけ、定期的に体重を

測ることが大切です。適正体重を維持する人の割合を増やすため、自分に適した食生活

の実践に向けた普及啓発や取組が必要です。 

 

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

96.5% 95.2% 97.8% C ①

94.6% 94.1% 92.4% C ①

91.2% 93.6% 91.8% C ①

79.5% 83.5% 80.5% 85% C ①

87.3% 88.9% 84.5% 90% C ①

94.2% 95.0% 92.9% 100%に近づける C ①

74.2% 81.1% 81.4% 85% B ①

73.5% 75.2% 80.9% A ①

72.6% 74.6% 77.2% B ①

63.1% 63.2% 57.2% D ①

78.0% 75.1% 72.6% D ①

91.5% 88.4% 89.1% 90% C ①

49.2% 63.3% 67.5% B ①

- 42.2% 36.8% D* ①

- 36.5% 39.4% B* ①

- 55.9% 59.6% 60% B* ①

4 １日に野菜料理を3皿(210ｇ)以上食べている人の割合 - 24.6% 21.8% 30% D* ①

- 21.5% 25.6% 25% A* ①

- 41.5% 36.9% 45% D* ①

- 58.0% 63.0% 65% B* ①

- 45.4% 42.3% 50% D* ①

- 60.3% 52.2% 65% D* ①

- 72.9% 70.1% 75% C* ①

40～64歳

（高齢期）65歳以上

6
生活習慣病予防のために普段から気をつけた
食生活を実践している人の割合

成人
20～39歳

40～64歳

（高齢期）65歳以上

①

中学校２年生

成人
20～39歳

50%
40～64歳

67.7% A70.7%
70%

（高齢期）65歳以上

3 よく噛んで食べる人の割合

小学校６年生 52.0%

（高齢期）65歳以上

80%
中学校２年生

成人
20～39歳

40～64歳

指標

栄
養
・
食
生
活

1 朝食を食べている人の割合

３歳６か月児

40～64歳

（高齢期）65歳以上

2
主食・主菜・副菜のそろった食事を
食べている（２食以上）人の割合

３歳６か月児

小学校６年生

20歳以上

5 塩分を控える人の割合
成人

20～39歳

100%に近づける小学校６年生

中学校２年生

成人
20～39歳

※ P19、20 参照 
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[身体活動・運動について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

◆日常生活における運動の促進 

身体活動・運動については、男女とも年齢が低いほど「ほとんど（全く）していない」

割合が高く、「時間がない」「面倒である」「体を動かすのが苦手」「何をすればよいかわ

からない」などの運動をしない理由に対する取組が求められています。 

身体活動の推奨量である「1 日 60 分以上（高齢者は１日 40 分以上）元気に身体を動

かしている人の割合」については、成人期において増加、高齢期において減少がみられ

ました。日頃運動している人の割合は、中間評価において、指標項目としている調査の

設問内容の一部変更をしている影響もあったと考えられ、成人期以降のすべての年代に

おいて割合の減少がみられましたが、最終評価では、中間評価と比較し、目標値には達

していないものの、すべての年代で増加がみられています。 

また、「普段、１日の中で座ったり横になったりして過ごす時間」の回答では、８時間

以上と回答した人が最も多くなっています。身体活動量が低下すると筋肉量や骨量が減

少し、将来サルコペニア・ロコモティブシンドロームやフレイルの要因となる可能性が

あります。日常生活の中で実践できる身体活動・運動の普及啓発に加え、自然に体を動

かすことができる環境整備が必要です。 

◆適正体重の維持 

青少年期である、小中学生の「やせ」の割合が増加しています。また、１週間の総運

動時間が 60分未満の割合が増加しています。 

成人期以降、「肥満」は「やせ」の人と比較して、１日の中で、座ったり横になったり

している時間が長くなる傾向があり、肥満度が高くなるほど身体活動量が低くなる傾向

があります。 

「やせ」や「肥満」の問題は、将来、生活習慣病やフレイルの要因となる可能性があ

ることから、生涯を通じて適正体重を維持するために、子どもの頃から自らの健康を考

えるきっかけをつくり、運動習慣を身につけることが必要です。 

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

- 8.4% 10.2% D* ②

- 13.8% 18.0% D* ②

20.4% 17.4% 24.2% 30% B ①

24.2% 23.2% 26.3% 34% B ①

3
運動を含めて１日40分以上元気に
身体を動かしている人の割合
（６か月以上または６か月以内の人の割合）

41.6% 38.0% 37.5% 52% D ①

43.8% 38.9% 44.2% 54% C ①

58.3% 46.7% 53.2% 68% D ①

75.9% 63.9% 64.2% 現状維持 D ①

指標

身
体
活
動
・
運
動

1
運動やスポーツをする人の割合
（１週間の総運動時間60分未満の割合）

小学校５年生

20～39歳

40～64歳

（高齢期）65歳以上

4
日頃運動をしている人の割合
（週に１～２日以上運動している人の割合）

成人

20～39歳

40～64歳

（高齢期）65歳以上

減少

中学校２年生

2
運動を含めて１日60分以上元気に
身体を動かしている人の割合
（６か月以上または６か月以内の人の割合）

成人

※ P21、45 参照 
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[歯・口腔について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

◆噛むことの重要性について  

「咀嚼（噛むこと）」は栄養・食生活の重要な課題であり、成人の約半数が十分に噛ん

でいない状況です。噛むことは口腔機能や顎の発達だけでなく、歯列の形成や消化、肥

満予防、食事の味わいを高める等の観点で重要です。食に関わる職種と協力し、特に生

活習慣が確立する若い世代への普及啓発を継続して行うことが必要です。 

◆健康格差によるむし歯の課題  

３歳６か月児や中学校１年生など、むし歯のない人の割合は改善傾向にありますが、

むし歯のある人の中には多数のむし歯を有する人もいます。特に中学生では約３割にむ

し歯が見られます。健康格差を解消するためには、リスクが高い人へのアプローチや不

十分な「セルフケア」を見直すための学校との連携が必要です。 

◆定期的な歯科健診の重要性  

かかりつけ歯科医を持つ人の割合は経年的に改善していますが、まだ約半数の人がか

かりつけを持っていません。特に 20～30 代の定期的な歯科受診率は低い状態です。歯

科疾患の予防には定期的な歯科健診が不可欠であり、痛みが出る前の段階で予防のため

に受診する意識改革が必要です。 

◆働き世代の増加する歯周病  

歯周病は国民の２人に１人が罹患しており、有病率が非常に高いです。市内でも増加

傾向にあり、30 歳では半数以上、80 歳では８割以上の人が歯周病を患っています。歯

周病は歯の喪失だけでなく、糖尿病や心疾患など全身疾患とも関連しており、予防や重

症化の防止が重要です。歯周病の予防には、日常のセルフケアとプロフェッショナルケ

アが必要であり、両方の視点からの普及啓発が必要です。 

◆口腔機能の維持と機能的な歯の所持  

「固いものが食べにくい」「お茶や汁物でむせる」といった症状を抱える人は約５人に

１人いますが、その半数前後は歯を 20 本以上所持しています。口腔機能維持には歯の

本数を維持するだけでなく、残った歯が健康であることが必要です。健康な歯を保持し

つつ、口腔機能を維持することは健康寿命の延伸にとって重要な課題です。 

 

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

85.3% 87.6% 93.3% 90% A ⑥

63.4% 65.5% 72.3% 75% B ⑦

23.7% 33.1% 46.5% B ①

30.3% 41.1% 51.9% B ①

35.9% 46.4% 65.7% B ①

3
40歳代で進行した歯周病を
有する人の割合

38.7% 43.7% 58.8% 25%以下 D ⑧

29.2% 40.3% 44.5% B ①

45.9% 49.9% 56.1% A ①

5 81.7% 89.2% 93.1% 90% A ⑧

6 40.2% 50.4% 38.9% 60% C ①

7 55.7% 51.6% 61.3% 45%以下 D ⑧

8 - 82.3% 82.3% 85% C* ③

70%40～64歳

（高齢期）65歳以上

成人　40歳代

50%
40～64歳

20～39歳

歯
・
口
腔

1 う蝕のない人の割合
３歳６か月児

中学校１年生

2
定期的に歯科健康診査を
受ける人の割合

成人
20～39歳

4
デンタルフロスや歯間ブラシを
使う人の割合

成人

60歳代における咀嚼良好者の割合

60歳で24本以上自分の歯を有する人の割合

80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合

60歳代で進行した歯周病を有する人の割合

指標

※ P14、15、20、23、24、33、39 参照 
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[喫煙について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

1 - 1.1% 1.3% 0% D* ④

0.5% 0.2% 0.7% D ①

1.9% 0.9% 0.6% B ①

- 26.6% 28.3% D* ①

- 37.2% 34.5% B* ①

- 40.2% 28.9% B* ①

13.4% 10.7% 10.2% B ①

28.9% 24.5% 24.4% B ①

26.3% 22.4% 20.0% B ①

9.7% 4.3% 5.6% B ①

10.0% 8.7% 7.7% B ①

6.9% 6.2% 6.2% B ①

10.2% 10.5% 10.4% C ①

3.6% 2.8% 2.7% B ①

5 61機関 123機関 129機関 増加 A ⑤

6 ＣＯＰＤ認知率 29.8% 29.4% 47.0% 増加 A ①

- 6.1% 0.1% B* ①

- 3.8% 0.0% A* ①

- 29.5% 10.4% B* ①

- 7.8% 6.8% B* ①

- 45.1% 9.6% B* ①

0%
医療機関

職場

0％に近づける家庭

飲食店

0％に近づける

男性
20～39歳

40～64歳

女性
20～39歳

40～64歳

高齢期

男性

女性

0%
中学校２年生

3
未成年者と同居する
大人の喫煙率

３歳６か月児

0%小学校６年生

中学校２年生

指標

喫
煙

妊婦の喫煙率

2 未成年期の喫煙率
小学校６年生

4 成人喫煙率

成人

20歳以上

成人　20歳以上

高齢期

禁煙支援機関数

7
受動喫煙の機会を
有する者の割合

行政機関

現状と課題 

◆20歳未満の喫煙及び受動喫煙をなくす 

依然として、未成年期で「タバコを吸ったことがある」人がいること、さらに、未成

年者と同居する大人の喫煙率が高いことから、引き続き、児童・生徒への喫煙に関する

正しい知識の提供と、子どもと同居する人に対する禁煙支援の促進が必要です。 

◆妊婦の喫煙をなくす 

妊婦の喫煙率は 1.3％と、目標の０％を達成できていない状況です。引き続き、母子

健康手帳交付時等に喫煙状況を把握するとともに、喫煙による胎児へのリスク等を含め

た禁煙の必要性について普及啓発を行います。 

◆禁煙支援サポートの拡充 

成人及び高齢期では、喫煙者数は減少傾向であり、喫煙者の約４割が「できれば禁煙

したい」と回答しています。禁煙したい人が機会を逃さずチャレンジできる環境整備の

充実が必要です。 

喫煙はがんをはじめ、様々な病気のリスクを高めます。喫煙が健康に及ぼす影響を周

知し、禁煙にチャレンジする人を増やす取組をすすめます。 

◆受動喫煙防止対策の継続 

健康増進法の改正や飲食店の標識掲示状況確認等により受動喫煙の機会が減少した

ことで、職場、飲食店、家庭での受動喫煙は中間評価から大幅に減少しました。引き続

き、受動喫煙による健康被害に関する周知、飲食店の状況確認を継続するとともに、望

まない受動喫煙を防ぐため、民間企業等と禁煙に向けた協力体制を構築していきます。 

※ P25 参照 
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[飲酒について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

◆20歳未満の飲酒をなくす 

 青少年期で「飲酒経験がある」人は減少していますが、目標には到達していないため、

引き続き 20 歳未満での飲酒リスクについて普及啓発を実施していく必要があります。 

◆適正飲酒の重要性 

成人期においては、「付き合い」による飲酒の割合が高くなる傾向がみられ、40～64

歳の女性では「ストレス解消」の割合も高くなっています。高齢期においては、「自分

の楽しみとして」の飲酒がすべての年代と比較して最も高い傾向がみられ、特に男性は

年齢が高くなるにつれその割合が高くなっています。 

１日の飲酒量を性別・年齢別にみると、男性の 64 歳以下で「２合以上～３合未満」

の割合が高くなっています。また、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人

の割合は 40～74 歳の男女ともに増加しています。 

適度な飲酒は、ストレスの緩和や休養、くつろぎなどの効果がある一方、生活習慣病

のリスクを高める量の飲酒は、がんやアルコール依存症などの健康被害のリスクを高め

ます。 

すべての世代に対して、一人ひとりに応じた適切な飲酒に関する正しい知識の普及啓

発を行う必要があります。 

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

15.3%

（平成28年）

17.7%

（平成28年）

12.0% 13.3%

（平成24年） （平成29年）

5.0% 5.8%
（平成24年） （平成29年）

13.6%

減少

③

女性 10.7% ③

D

D

6.2%

0%

①

中学校２年生 8.1% 2.3% ①

8.6% B

B

指標

飲
酒

1 飲酒経験のある人の割合

小学校６年生

2

生活習慣病のリスクを高める量を
飲酒している（１日あたりの純ア
ルコール量が男性40g以上、女性
20g以上）人の割合

40～74歳

男性

※ P27、28 参照 

5%のビールの中ビンまたはロング缶 1本

(500mL)の場合 

500(mL) × 0.05 × 0.8 = 20(g) 

 

コラム 

飲酒量の把握の仕方 

アルコールの体や精神に対する影響は、飲んだ酒の量ではなく、摂取した純アルコール量が基

準となります。純アルコール量はグラム(g)で表され、アルコールの比重も考慮して、次のように

計算します。 

酒の量(mL) × 度数または% / 100 × 比重 = 純アルコール量(g) 

 

 

 

 

 

 

 出典 厚生労働省 ｅ健康づくりネット 
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[休養・こころについて] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

◆睡眠の質と量の確保 

小学校５年生、中学校２年生の睡眠時間が６時間以上の人の割合は、女子では中間見

直し時の値より減少しましたが、直近値はいずれも策定値より増加しました。今後も引

き続き、乳幼児期から必要な睡眠時間を確保し、規則正しい生活を送ることができるよ

う、更に周知啓発を進めていく必要があります。 

成人期は、若い世代ほどすっきりと目覚めることができていない人が多い傾向がみら

れます。また、40～64歳の男女ともに睡眠時間が６時間未満の人が５割を超えており、

十分な休養・睡眠が取れていない人が多い傾向が見られます。 

高齢者は、睡眠時間が６時間以上の人の割合が減少しています。加齢とともに夜中に

何度も起きてしまうことや、早くに目が覚めてしまうこともあるため、昼間に適度な運

動をするなど、生活リズムを整え、良い睡眠を取ることができるように、普及していく

ことが必要です。 

◆こころの健康の保持 

ストレス解消法について、「持っている」と回答した成人は平成 27年度調査から減少

しています。また、加齢とともに「持っていない」の割合が増加する傾向が見られます。   

ストレスを避けることが難しい現代社会において、過剰なストレスは、こころと身体

の様々な病気を引き起こすことにつながります。まずは、自分のストレスに気づくこと

が大切です。 

疲労回復やこころの健康を保つため、量・質ともに良い睡眠が重要です。休養や睡眠

が不十分であると、こころの健康への影響や、生活習慣病につながるリスクもあります。

関係機関とも連携し休養や睡眠に関する正しい知識を普及していくことが必要です。 

 

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

94.0% 97.1% 98.3% A ②

95.6% 98.3% 97.5% A ②

86.2% 91.5% 93.6% A ②

81.1% 93.5% 90.7% A ②

46.6% 55.7% 64.6% A ①

46.6% 45.9% 44.9% C ①

66.9% 64.0% 64.3% C ①

2
ストレス解消法を
もっている人の割合

61.1% 57.8% 51.4% 増加 D ①

増加

女子

中学校２年生
男子

女子

成人
20～39歳

40～64歳

（高齢期）65歳以上

指標

休
養
・
こ
こ
ろ

1 睡眠時間６時間以上の人の割合

小学校５年生
男子

成人

※ P30、31 参照 
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[生活習慣病予防の取組について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次策定値
（平成25年）

中間見直し
（平成30年）

直近値
（令和５年）

目標値 評価 出典

3.5% 5.1% 4.3% D ⑦

3.4% 3.5% 7.3% D ⑦

2.0% 3.2% 4.2% D ⑦

2.8% 2.6% 1.9% A ⑦

2.6% 3.9% 8.1% D ①

4.1% 1.4% 2.3% A ①

21.2% 17.9% 18.3% A ①

14.3% 11.4% 17.9% D ①

4.9% 3.1% 6.9% D ①

11.3% 11.5% 16.0% D ①

21.9% 20.6% 23.3% D ①

26.8% 37.9% 32.8% D ①

6.7% 11.4% 13.5% D ①

10.7% 16.1% 9.3% A ①

16.8% 20.3% 23.1% D ①

10.4% 17.4% 13.3% D ①

8.1% 5.7% 9.6% 40% B ⑤

48.4% 44.4% 35.0% D ⑤

44.7% 39.2% 29.9% D ⑤

27.5% 28.2% 21.0% D ⑤

20.6% 25.3% 24.0% B ⑤

60% ①

6 がん検診受診率

胃がん40歳以上

肺がん40歳以上

50%
大腸がん40歳以上

子宮頸がん20歳以上

乳がん40歳以上

5 藤沢市こくほ健康診査受診率 40歳～74歳 41.9% 40.8％
（平成29年）

39.8%

男性

女性

減少

40～64歳

女性
20～39歳

40～64歳

指標

生
活
習
慣
病
予
防
の
取
組

1 肥満度-20％以下の人の割合
小学校５年生

中学校２年生

3 ＢＭＩ18.5未満の人の割合

成人

男性
20～39歳

40～64歳

女性

4 ＢＭＩ25.0以上の人の割合

成人

D

減少
中学校２年生

2 肥満度30％以上の人の割合
小学校５年生

減少

減少

男性
20～39歳

高齢期
男性

女性

20～39歳

40～64歳

高齢期

現状と課題 

◆適正体重の維持 

成人期及び高齢期において、女性では「やせ」が、男性では「肥満」が多い傾向とな

っています。過度なダイエットなどによる若い女性の「やせ」は、栄養不良や低出生体

重児出産のリスク要因ともなり、適正体重を維持する必要性の理解を進めることが必

要です。40～64 歳男性では、生活習慣病につながりやすい「肥満」が特に多く、リス

クの高い層へのさらなる対策が求められます。 

◆定期的な健診受診 

こくほ特定健康診査や複数のがん検診は受診率が低下しています。自身の健康状態

を知る機会として、また、病気の早期発見・早期治療のために定期的に受診し検査値

の推移を確認することが重要となります。 

◆幅広い層に対するアプローチ 

健康寿命の延伸には、健康に関心の向きにくい人を含む、幅広い層へのアプローチ

が重要です。市では、自身の血圧を知る身近な場として、各市民センターに血圧計を

設置しています。また、生活習慣の改善を促し、生活習慣病発症予防・重症化予防につ

なげるため、健康相談・教育を実施しています。 

◆ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

現在の生活習慣や健康状態が、今後の「健康」に大きく影響することから、望ましい

生活習慣について、若いころから正しい知識を身につけ、習慣化するための取組が必

要です。 

※ P12、13、18 参照 
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（３）ライフステージごとの現状と課題 
ライフステージごとの目標値の達成状況 

 達成 
Ａ 

改善 
Ｂ 

変化なし 
Ｃ 

悪化 
Ｄ 

計 

乳幼児期・青少年期 
８ 

（28.6%）※ 
９ 

（32.1%） 
３ 

（10.7%） 
８ 

（28.6%） 
28 

成人期 
９ 

（17.6%） 
17 

（33.3%） 
４ 

（7.8%） 
21 

（41.2%） 
51 

高齢期 
４ 

（10.8%） 
11 

（29.7%） 
７ 

（18.9%） 
15 

（40.5%） 
37 

計 
21 

（18.1%） 
37 

（31.9%） 
14 

（12.1%） 
44 

（37.9%） 
116 

※（％）は評価困難項目を除いた中での達成状況の割合 

※成人期と高齢期で重複している項目があることから、Ｐ38の表における合計値と本ページに記載のある合計値は一致

しません。 

乳幼児期・青少年期 

 乳幼児期・青少年期の指標項目は、栄養・食生活、歯・口腔、飲酒、休養・こころの分

野などを中心に４割が改善していたものの、運動やスポーツを習慣的に行っていない子

どもの割合の増加や、妊婦の喫煙率の増加、やせや肥満の増加など課題がみられました。 

 基本的な生活習慣を身につけ、自らの健康に関心を持つことができるよう、家庭、学

校、地域等、様々な主体と連携を図りながら、児童・生徒への対応と併せて、保護者を含

む大人や妊婦に対し、正しい知識の普及啓発を図る必要があります。 
 
 

成人期 

 成人期の指標項目は、歯・口腔、喫煙などの分野を中心に３割で改善がみられ、５割

以上で変化がありませんでした。一方で、健康的な食生活を実践している人の割合の減

少、身体を動かしている人の減少傾向、歯周病を有する人の割合の増加、生活習慣病の

リスクを高める量を飲酒している人の割合の増加、やせや肥満の増加、一部の健診・が

ん検診受診率の低下がみられており、生活習慣病予防の取組をより推進する必要があり

ます。 

 成人期は子育てや就労などで時間がとりにくい時期でもあるため、健康への関心を高

め、日常生活の中で継続した実践につなげるための効果的なアプローチや環境整備を図

るとともに、職域とも連携を図りながら取り組む必要があります。 
 
 

高齢期 

 高齢期の指標項目は、栄養・食生活や歯・口腔などの分野を中心に約２割で改善がみ

られましたが、1日の推奨身体活動量を確保している人の割合の減少、歯周病を有する人

の割合、やせや肥満の増加など課題がみられました。 

 身近な場所で健康づくりや介護予防に取り組む環境整備を図るとともに、子どもの頃

から正しい知識を身につけ、健康的な生活習慣を継続することで、低栄養やフレイルの

予防の取組を推進することが必要です。 
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第３章 元気ふじさわ健康プラン 
藤沢市健康増進計画（第３次）の方向性 

 

１ 計画改定の基本的な考え方 

（１）基本理念 
本計画の基本理念は、「私たちの藤沢 健康都市宣言」（2010 年（平成 22年）10 月１日）

とします。すべての人が生涯を通じ、いつまでも住み慣れた地域で、からだも心も元気で、

いきいきと暮らし続けるために、市民・地域と行政がともに手を携え、健康を育む仕組み

をつくり、今も未来も生きがいや夢の持てる充実した健康都市を実現することをめざしま

す。 

 

（２）基本目標 
基本理念を実現するための健康づくりの基本目標を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

健康寿命の現状と目標値（令和４年） 

 
健康寿命 平均寿命 

平均寿命と 

健康寿命の差 
目標値 

男性 81.4歳 82.6歳 1.2 歳 平均寿命の増加分を上回る 

健康寿命の増加 女性 85.1歳 87.8歳 2.7 歳 

 

（３）基本方針 
基本目標の達成に向け、次の基本方針を定めます。これらの基本方針に基づき、健康づ

くりの施策を展開します。 

 

■個人の行動と健康状態の改善（健康を支える生活習慣の改善） 

市民一人ひとりの健康増進を推進するにあたり、「栄養・食生活」、「身体活動・運動」、

「休養・睡眠」、「飲酒」、「喫煙」、「歯・口腔の健康」に関する生活習慣の改善を促し、生

活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組みます。 

また、生活習慣病以外にも、フレイル等、日常生活に支障を来す状態の予防に取り組み、

生涯にわたる健康を支える生活習慣の改善を推進します。  

 一人ひとりの行動と健康状態の改善に加え、個人を取り巻く社会環境や、その質の向上

を通じて、日常生活に制限のある期間（不健康な期間）を短縮することができるよう、平

均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加をめざします。 

基本目標  健康寿命の延伸 
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■社会環境の質の向上（健康格差の縮小） 

市民一人ひとりの健康づくりを進めていくためには、一人だけで健康づくりを進めてい

くのではなく、家庭で育み、人や地域とつながりながら取り組んでいくことが重要となる

ため、関係機関と連携・協働するとともに、人や地域のつながりを生かした健康づくりを

推進します。健康づくりへの関心度や、社会経済状況等の違いによる健康格差の縮小に向

け、あらゆる人が健康づくりに取り組みやすい環境整備をすすめます。 

 

■ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（ライフコースを見据えた健康づくりの推進） 

健康寿命の延伸、社会の多様化を受け、ライフステージ（乳幼児期、学童・思春期、青

壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）に応じた健康づくりを継続して推進します。 

現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受けることや、次

世代の健康にも影響を及ぼす可能性があります。このことから、胎児期から高齢期に至る

まで、人の生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）を視野に入れ、

他分野とも連携した包括的な健康づくりを推進します。 

 本計画では、妊娠期（胎児期）、乳幼児期、学童・思春期、青壮年期、高齢期に分類し、

ライフステージに応じた取組をすすめるとともに、ライフコースアプローチの視点を踏ま

え、「女性」にも着目し、「子ども」「高齢者」「女性」に関する目標を設定し、健康づくりを

推進します。 

      

 

 

 

 

 

 

 

（４）基本理念の実現に向けた新たな視点 
計画における取組を効果的に推進するために、次の２つの新たな視点を取り入れ、基本

的な理念の実現に向けて取組を進めていきます。 

 

▶より実効性のある取組の推進 

多様な働き方の広まりなどによる社会の多様化が進む中、あらゆる分野でデジタルトラ

ンスフォーメーションが加速していることを踏まえ、ウェアラブル端末やアプリなども活

用した健康づくりを推進します。 

 

▶誰一人取り残さない健康づくりの推進 

多様化する社会において、「孤独・孤立」の問題に社会的関心が大きく寄せられ、個人の

特性を重視しつつ、最適なアプローチが求められています。様々な担い手の有機的な連携

や、社会環境の整備により、市民のウェルビーイングの向上に向けた支援を推進します。 

女性 

子ども 高齢者 

０～５歳頃 ６～12歳・13～19歳頃 20～39歳・40～69歳頃 65 歳以上 

 妊娠期（胎児期） 乳幼児期 学童・思春期 青・壮年期 高齢期 
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２ 各施策の取組 

（１）施策の体系図 
 本計画では、基本目標である「健康寿命の延伸」に向けて、３つの基本方針を設定し施策

を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画における取組を効果的に推進するために、デジタルの利活用等の「より実効性のある取組」の

視点、健康に関心が向きにくい人を含む幅広い世代へのアプローチや多様な主体による健康づくり

等「誰一人取り残さない健康づくり」の視点を重視して、各基本方針に沿った取組をすすめます。 

 

健
康
寿
命
の
延
伸 

 

Ⅰ 個人の行動と 

健康状態の 

改善 

Ⅱ 社会環境の 

  質の向上 

Ⅲ ライフコース 

アプローチを 

踏まえた 

健康づくり 

ウ 生活機能の維持・向上 

ア 生活習慣の改善 

ａ 栄養・食生活 

ｂ 身体活動・運動 

ｃ 休養・睡眠 

ｄ 飲酒 

ｅ 喫煙 

ｆ 歯・口腔の健康 

 【藤沢市歯科保健推進計画】 

イ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

ａ がん 

ｂ 循環器病 

ｃ 糖尿病 

ｄ ＣＯＰＤ 

 

ア 社会とのつながり・こころの健康の 

維持及び向上 

イ 自然に健康になれる環境づくりとアクセス 

しやすい基盤整備 

 
ア 子ども 

イ 高齢者 

ウ 女性 

基本目標 基本方針 
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Ⅰ 個人の行動と健康状態の改善 

 

（ア）生活習慣の改善 

ａ 栄養・食生活 

取組の 

方向性 

・生活習慣病予防・重症化予防及び低栄養・フレイル予防等に向けた健全な食生活に

関する普及啓発、相談・指導 

・個人の特性や状況に応じた健康状態の改善を促すための適切な食生活に関する普

及啓発、相談・指導 

・健全な食生活の実践につながる食環境整備 

 

みんなで取り組むこと 

主食・主菜・副菜を意識し、1 日３食、バランスよく食べましょう 

自分の健康状態や活動量等にあった食事量とそろえ方（調理方法・購入方法等）を知り、ゆっくり

よく噛み、適正体重を維持しましょう 

毎回の食事に野菜摂取を意識するとともに塩分の取りすぎに気をつけましょう 

 

【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

全世代共通 

・ライフステージに応じた健全な食生活（適正体重の維持、減塩及び食事量と栄養

バランスの改善等）に関する普及啓発を行います。 

・「歯・口腔の健康」及び「身体活動・運動」等と連動した取組を推進します。 

・特定給食施設等において、利用者にあわせた食事提供等を行います。 

・食生活改善推進講座を開催します。（四ツ葉会） 

・健全な食生活を実践するための食環境整備をすすめます。（飲食店・スーパー等） 

・各種健診における食生活の相談・指導を行います。（必要時） 

妊娠期（胎児期） ・両親学級、妊娠中の食生活における指導を行います。 

乳幼児期 
・育児相談・健康診査等における食生活相談を行います。 

・保育園、幼稚園における食生活に関する指導を行います。 

学童・思春期 
・学校における食に関する指導(授業・給食)を行います。 

・栄養バランスの良い給食提供等を行います。 

青壮年期 

・企業等と連携した普及啓発及び食環境整備を行います。 

・生活習慣病の発症予防・重症化予防、フレイル予防等に関する啓発及び保健指

導等を行います。 

・食に関するボランティアの育成・支援を行います。 

高齢期 ・フレイルや低栄養予防に関する啓発及び保健指導等を行います。 
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【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 適正体重を維持している市民の割合 

20～39 歳 67.9％ 

70％ 40～64 歳 67.2％ 

65 歳以上 66.9％ 

② 主食・主菜・副菜のそろった食事を食べている 

（2 食以上）市民の割合 

３歳６か月児 81.4％ 
85％ 

小学校６年生 80.9％ 

中学校２年生 77.2％ 80％ 

20～39 歳 57.2％ 65％ 

40～64 歳 72.6％ 80％ 

65 歳以上 89.1％ 90％ 

③ １日に野菜料理を３皿（210ｇ）以上食べてい

る市民の割合 
20 歳以上 21.8％ 30％ 

④ 塩分を控える市民の割合 

20～39 歳 25.6％ 30％ 

40～64 歳 36.9% 45％ 

65 歳以上 63.0% 65％ 

⑤ ゆっくりよく噛んで食べる市民の割合 

小学校６年生 70.7％ 
75％ 

中学校２年生 67.5％ 

20～39 歳 36.8％ 
50％ 

40～64 歳 39.4％ 

65 歳以上 59.6％ 65％ 

⑥ 生活習慣病予防のために普段から気をつけた食生

活を実践している市民の割合 

20～39 歳 42.3% 50％ 

40～64 歳 52.2% 60％ 

65 歳以上 70.1% 75％ 

  

参考：e-ヘルスネット 栄養・食生活＞病気の予防・治療と食事＞肥満と健康 

 

コラム 

適正体重 

体重は健康の目安となる指標の一つです。太りすぎは、生活習慣病の原因となります。 

一方で、やせ過ぎも筋肉量の減少や骨粗しょう症につながります。そのため、適正な体重 

を維持することが大切です。体重を測定し、肥満ややせを知る国際的な指標としてＢＭＩ（Ｂody Mass 

Index)が活用されています。男女とも標準とされる BMIは 22.0ですが、これは統計上、肥満との関

連が強い糖尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）に最もかかりにくい数値とされています。 

 

【計算方法】 

ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）     
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ｂ 身体活動・運動 

取組の 

方向性 

・「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」に基づいた適切な身体活動・運動に

関する普及啓発・保健指導 

・自分の体の状態を知り、自分に合う方法で安全に運動ができる環境整備 

 

みんなで取り組むこと 

乳幼児期から、外遊びや運動を通じて体を動かすことの楽しさを知りましょう 

座っている時間が長くならないことを意識し、日常生活の中で活動量を増やす工夫を行いましょう 

日常生活の中で、できるだけ「歩くこと」を心がけましょう 

適正体重を維持するために運動習慣を身につけましょう 

 

【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

全世代共通 

・ライフステージに応じた身体活動・運動の必要性に関する普及啓発を行います。 

・「栄養・食生活」「歯・口腔の健康」をはじめとする他分野と連動した取組を推進します。 

・ライフステージに応じた身体活動・運動に取り組みやすい環境整備をすすめます。 

妊娠期（胎児期） ・体調に応じて身体活動・運動に取り組むことができるよう普及啓発をすすめます。 

乳幼児期 
・外遊び等を通じて、子どもの成長発達と身体活動・運動の必要性に関する普及 

啓発を行います。 

学童・思春期 
・学校や家庭と連携し、健康に関する知識や身体活動・運動の必要性に関する健

康教育を行います。 

青壮年期 

・日常的に「歩く」ことを意識づけるため、「ふじさわ歩くプロジェクト」等の啓発を幅広く行

います。 

・日常的な運動が後のフレイル予防につながるという意識を持てるよう啓発を行います。 

・市民が主体となり身体活動を促進するためのボランティアの育成・支援を行います。 

高齢期 
・フレイル予防・介護予防のため、自分の健康状態にあった身体活動・運動を見つ

け、社会参加につなげる支援の実施や普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 健康づくりのための身体活動・ 

運動ガイド 2023（厚生労働省） 
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【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 運動やスポーツをしない人の割合（１週間の総運

動時間 60 分未満の割合） 

小学校５年生※ 

男子 

女子 

 

7.0% 

13.3% 

減少 

中学校２年生※ 

男子 

女子 

 

11.2% 

24.8% 

減少 

② 運動を含めて１日 60 分以上元気に身体を動か

している人の割合。65 歳以上は１日 40 分以上、

動作はゆっくりも含む。（６か月以上または６か月

以内の人の割合） 

20～39 歳 24.2％ 30％ 

40～64 歳 26.3％ 34％ 

65 歳以上 37.5％ 42％ 

③ 日頃運動をしている人の割合※週１～２日以上

運動している人の割合（通勤や買い物など日常生

活で行う歩行は含まない） 

20～39 歳 

男性 

女性 

44.2% 

48.8％ 

41.3％ 

50% 

53% 

47％ 

40～64 歳 

男性 

女性 

53.2% 

61.8％ 

46.6％ 

58% 

現状維持 

50％ 

65 歳以上 

男性 

女性 

64.2% 

63.5％ 

65.0％ 

現状維持 

現状維持 

現状維持 

※ スポーツ庁 体力・運動能力、運動習慣等調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

コラム 
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ｃ 休養・睡眠 

取組の 

方向性 

・「健康づくりのための睡眠ガイド2023」に基づく睡眠と休養に関する正しい知識の普及啓発 

・職域へ十分な休養と睡眠時間の確保を図るための働きかけの実施 

 

みんなで取り組むこと 

乳幼児期から、早寝・早起きの習慣をつけましょう 

年齢に応じた適正な睡眠時間を確保するようにしましょう 

日常的に十分な睡眠を確保し、疲れをためないようにしましょう 

 

【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

全世代共通 「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」について普及啓発を行います。 

乳幼児期 
・保護者や子育て支援に関わる人に対して、各発達段階における睡眠時間の確保

や、食事、日中の活動などの生活リズムについての保健指導を行います。 

学童・思春期 

・本人や保護者に対し、小学生は 9～12 時間、中学・高校生は 8～10 時間を目

安に睡眠時間を確保し、早寝・早起き等生活リズムの習慣をつけることについて普

及啓発及び健康教育を行います。 

青壮年期 

・６時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保すること、睡眠休養感の重要性

についての普及啓発を行います。 

・睡眠の不調や睡眠休養感の低下のある場合には、保健指導などを行います。 

・職域と連携し、ワークライフバランスの推進による睡眠時間・余暇時間の確保の必要

性について情報提供を行います。 

高齢期 

・床上時間が8時間以上とならないことを目安に必要な睡眠時間を確保すること、日

中は活動的に過ごすよう普及啓発、保健指導を行います。 

・睡眠の不調や睡眠休養感の低下のある場合は、保健指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 

無意識に「座りすぎ」ている日本人 

日本人は他国と比較して、座位時間が長いことが明らかになっています。座位時間が長いと活動量が

減少し下肢の筋肉量や血流量が減少します。その結果、座りすぎていない人と比較して寿命が短く、肥満

度が高く、生活習慣病の罹患率が高いことが報告されています。 

働き世代のうちデスクワークが中心の人は特に座位時間が長くなりやすいです。３０分に１回は立ち上

がる、積極的に階段を使用して移動するなど、今より少しでも多く体を動かし、「座りすぎ」に気をつけまし

ょう。 

  
 

 

 

 

 

 資料 座位行動（厚生労働省） 

 



 

55 

 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 睡眠時間６時間以上の人の割合 

小学校５年生 

男子 

女子 

 

98.3％ 

97.5％ 

 

100％に近づける 

100％に近づける 

中学校２年生 

男子 

女子 

 

93.6% 

90.7% 

 

100％に近づける 

100％に近づける 

20～39 歳 

40～64 歳  

64.6% 

44.9% 

70％ 

50％ 

65 歳以上 64.3％ 70％ 

② 睡眠で休養が十分にとれていない人の割合※ 40～74 歳 24.0％ 20％ 

※こくほ特定健康診査 

 

 

 

 

  
健康づくりのための睡眠ガイド 2023 

睡眠は、健康増進・維持のために不可欠な休養活動です。睡眠が悪化することでさまざまな疾患の発症

リスクが増加し、寿命短縮リスクが高まることが指摘されています。そのため、心身の健康を保持し、生活の

質を高めるために、日常的に質（睡眠休養感）・量（睡眠時間）ともに十分な睡眠を確保することが重要で

す。 

厚生労働省は令和６年２月に、睡眠の特徴を国民にわかりやすく伝え、より多くの国民が良い睡眠を習

慣的に維持するために必要な生活習慣を身につける手立てとなることを目指し、「健康づくりのための睡眠

ガイド 2023」を策定しました。 

 このガイドでは、対象者別（こども、成人、高齢者）の睡眠・休養の推奨事項及び睡眠・休養に係る参考

情報についてまとめており、全体の方向性として、「個人差を踏まえつつ日常的に質・量ともに十分な睡眠

を確保し、心身の健康を保持する」としています。 

睡眠時間の目安としては、小学生は９～12 時間、中・高校生は８～10 時間、成人は個人にもよりますが

６時間以上と示されています。 

 

 

 

 

 

 

参考：健康づくりのための睡眠ガイド2023（令和６年２月） 

 

 

 

 

 

 

コラム 



56 

ｄ 飲酒 

取組の 

方向性 

「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」に基づき、適切な飲酒量・飲酒行動につい

ての普及啓発 
 

みんなで取り組むこと 

20 歳未満、妊娠・授乳期は飲酒しないようにしましょう 

20 歳以降の飲酒習慣のある人は、適正飲酒について知りましょう 

20 歳以降の飲酒習慣のある人は、生活習慣病のリスクを高める飲酒（量・頻度）をしないようにし

ましょう 

 

【行政の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） ・妊娠期の飲酒によるリスクに関する周知啓発、健康教育・保健指導を行います。 

乳幼児期 
・授乳中の飲酒が子どもに与える影響について周知啓発、健康教育・保健指導を実施

します。 

学童・思春期 
・20 歳未満で飲酒をしないように周知啓発を行います。 

・飲酒と健康について健康教育を行います。 

青壮年期 

高齢期 

・「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」の周知啓発を行います。 

・適切な飲酒量と健康について健康教育・健康相談を行います。 

・生活習慣病のリスクを高める飲酒量に関する普及啓発・保健指導を行います。 
 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の

割合 

20 歳以上 

男性 

女性 

 

9.9％ 

10.6％ 

 

8.9％ 

9.6％ 

② 20 歳未満の飲酒したことのある人の割合 
小学校 6 年生 

中学校 2 年生 

6.2％ 

2.3％ 

０％ 

０％ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

コラム 

「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」  

アルコール健康障害対策基本法に基づき策定された、アルコール健康障害対策推進基本計画の第２

期計画において、令和６年２月に公表されました。本ガイドラインの目的は、アルコール健康障害の発生を

防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な

注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用することとしています。また、厚生労働省は「生活習慣病

のリスクを高める量」について、男性が 40ｇ以上、女性は 20ｇ以上としています。 

 

 

 

 

 

参考 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

（令和６年２月） 
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ｅ 喫煙 

取組の 

方向性 

・タバコについての正しい知識の啓発と望まない受動喫煙防止対策の推進 

・喫煙防止教育の充実 

・禁煙に取り組みやすい支援体制の整備 

 

みんなで取り組むこと 

タバコについての正しい知識を持ち、喫煙をしないようにしましょう 

望まない受動喫煙をさけましょう 

【青壮年期・高齢期】禁煙にチャレンジしましょう 

 

【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

全世代共通 

・喫煙ルールの周知等、受動喫煙防止への配慮の推進を含めた受動喫煙防止対

策を推進します。 

・世界禁煙デー・禁煙週間等の機会を通じ、タバコの害等についての普及啓発を行

います。 

妊娠期（胎児期） 

・母子健康手帳交付時や教室等における受動喫煙防止及び禁煙についての普及

啓発、保健指導を行います。 

・受動喫煙による健康被害について、胎児を取り巻く保護者やその周囲にいる人たち

に対し普及啓発を行います。 

乳幼児期 

・保護者に対し、教室や相談、訪問指導等における受動喫煙防止及び禁煙につい

ての普及啓発、保健指導を行います。 

・受動喫煙による健康被害について、保護者やその周囲にいる人たちに対し普及啓

発を行います。 

学童・思春期 

・小中高大学向けの喫煙防止教育にて、タバコに対する正しい知識の普及啓発を行い

ます。 

・本人及びその保護者、教育関係者に対する講義・広報物等での喫煙防止教育を

推進します。 

青壮年期 

高齢期 

・禁煙にチャレンジしたい市民に対してのサポート体制を強化します。 

・20 歳未満の大学生に対するタバコの正しい知識の普及啓発を行います。（大学） 

・事業所及び会員等に対する敷地内禁煙及び受動喫煙防止への配慮を推進します。

（商工会議所） 

・禁煙支援ネットワーク登録団体等による禁煙支援事業を継続します。（医師会、歯科

医師会、薬剤師会） 
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【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 目標値 

① 妊婦の喫煙率※１ 1.2％ 0％ 

② 20 歳未満の喫煙率 
小学校６年生 0.7% 

0% 
中学校２年生 0.6% 

③ 20 歳未満の者と同居する大人の喫煙率 

３歳６か月児 28.3% 

0% 小学校６年生 34.5% 

中学校２年生 28.9% 

④ （成人の）喫煙率 

20 歳以上 10.2% ８％ 

男性 20～39 歳 24.4% 20％ 

40～64 歳 20.0% 15％ 

女性 20～39 歳 5.6% 4％ 

40～64 歳 7.7% 5.5％ 

男性 65 歳以上 10.4% 9％ 

女性 65 歳以上 2.7% 1.5％ 

⑤ 禁煙支援機関数※２ 129 機関 増加 

⑥ 受動喫煙の機会を有する者の割合 

行政機関 0.1% ０％ 

医療機関 0.0% 現状維持 

職場 10.4% 5％ 

家庭 6.8% 5％ 

飲食店 9.6% 8％ 

※１ 健やか親子２１（第２次）アンケート 

※２ 禁煙支援ネットワーク機関数（令和５年度）  
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ｆ 歯・口腔の健康【藤沢市歯科保健推進計画】 

 

 

１ 策定の背景 

歯や口腔の健康は、生涯食事や会話を楽しみ、いきいきとした人生を送る上で重要です。 

健康増進計画（第３次）の基本目標で「健康寿命の延伸」を掲げていますが、歯と口腔の健康を

維持することは介護期間の短縮につながると明らかにされており、健康寿命延伸には欠かせないものとな

っています。 

本市では 2006 年（平成 18 年）保健所政令市となり、歯科保健推進会議を設置し、2010 年

（平成 22 年）に策定した「藤沢市健康増進計画」、「藤沢市歯及び口腔の健康づくり推進条例」第

９条に定める計画として 2015 年（平成 27 年）に策定した「藤沢市健康増進計画（第 2 次）」

をもとに、歯科保健の現状と課題について協議し、事業を展開してまいりました。 
 

２ 策定の趣旨 

人生 100 年時代と言われる現代で、健康寿命の延伸に重要な歯と口腔の健康の維持はますます

重要性が高まっています。前計画でも示した各ライフステージの健康づくりという視点は、年齢によって変

化する歯と口腔の健康において現在もなお重要な視点です。一方で、歯と口腔の健康の特性として、

歯の喪失や口腔機能の低下の多くは人生の後半に集中するということがあります。このような特性を踏ま

えると、現在の歯と口腔の健康状態が今までの生活習慣や社会環境の影響を受けているというライフコ

ースという視点が必要であり、これら両視点から健康づくりに関する施策を包括的に推進することを目的

とします。 

また、誰一人取り残さないという観点から乳幼児や障がい児者、要介護者などを支える人を支援する

総合的な取組、環境整備に努めます。 
 

３ 計画期間 

「藤沢市健康増進計画（第３次）」に準じて 2025 年（令和７年）から 2036（令和 18 年）

までの 12 か年計画とします。 
 

４ 歯科保健推進の基本目標 

「藤沢市健康増進計画（第３次）」の到達目標である健康寿命の延伸につながることをめざして、

市民一人ひとりが自分の歯や口を守り、生涯、食事や会話を楽しむことができるようになることを目標とし

ます。 
 

５ 計画の進捗管理と評価 

「藤沢市健康増進計画（第３次）」に合わせて 2030 年度（令和 12 年度）に中間評価を行

い、2036 年度（令和 18 年度）に最終評価を行います。「歯科保健推進会議」で進捗管理の把握、

検証、事業の評価を行い、「藤沢市健康づくり推進会議」で７分野を含めて総合的に評価します。  

計画の概要 計画の概要 
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１ 歯・口腔の課題 

（１）ライフステージごとの歯科的特徴と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歯科口腔保健の課題と取組の方向性 

●妊娠に伴う生理的変化、つわり、環境の変化等による食習慣・生活習慣の変化、お口のケ

アが不十分になりやすくむし歯や歯周病の発症、進行リスクが高まります。 

●進行した歯周炎は早産、低体重児などのリスクがあるため注意が必要です。 

 
妊娠期 

（胎児期） 

●乳歯が生え、完成する時期です。生えてすぐの乳歯はむし歯になりやすいため、仕上げみが

きや歯みがきの習慣を身につけることが必要です。 

●口腔機能（食べる、飲み込む）の獲得・発達時期です。適切な食事選択、姿勢が重要で

あり、口やあごの適切な発達、良好な歯並びにつながります。 

●むし歯予防として適切な食事、フッ化物の利用が重要な時期です。 乳幼児期 

●乳歯から永久歯に生え変わる時期です。生えてすぐの永久歯は成熟が不十分でむし歯に

なりやすいため、注意が必要です。 

●生え変わりに伴い、みがき残しが多くなる時期です。また、仕上げみがきから自立した歯み

がきへ移行するため、むし歯や歯肉炎が増加しやすくなります。 

●あごが発達する時期です。柔らかいものばかりの食事や頬杖、片側噛みなどのくせが歯並び

にも影響しやすいため注意が必要です。 

 

 

学童期 

思春期 

●青年期では、社会進出等により大きくライフスタイルが変化し、歯みがきや定期的な歯科受診

の優先度が特に下がりやすい時期です。さらに食習慣等も変化することでむし歯だけでなく、歯

周病に罹患しやすい時期であるため、継続したお口のケアが求められます。 

●壮年期では歯周病や進行したむし歯により歯を失うリスクが高くなります。それに伴う口腔機能

の低下も始まる時期であるため、かかりつけ歯科医をもち、定期的なケアを行うことが重要で

す。 

 

青壮年期 

●歯周病、むし歯の進行による歯の喪失が多くなる時期です。治療した歯や入れ歯などが増

え、口の中の状態が複雑になります。フロスや歯間ブラシの等の活用や、定期的な歯科受診

が必要です。 

●筋力低下による口腔機能の低下が起こることで、咀嚼・嚥下（噛んで、飲み込む）障害の

リスクにつながります。 
高齢期 

～ 
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（２）重点課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 64学校歯科健康診査で歯肉の 

状態が要観察・要精検の人の 

割合 

 

 

 

 

＜支援を必要とする人の歯科口腔保健＞ 

「定期的に歯科健康診査を受ける人の割合」は 56.3％と前回の 35.9％から大きく改善している一

方、介護保険サービス利用状況調査によると、要介護（要支援）認定者では 48.9％となっています。 

また、図 62かかりつけ医・歯科医・薬局のある人の割合では、要介護になるとかかりつけ歯科医

のみ割合が低下しています。今後、図 7 にもあるように口腔ケアの支援が必要な要介護３以上の割

合の増大が予測されていることから、支援の必要な人に向けた環境整備が重要です。 

 

 予防が中心となったむし歯の健康格差×定期的な歯科健診 

＜学童期を中心とした生活習慣の確立＞ 

歯周病の予防は歯みがきをはじめとした適切な生活習慣が重要です。有病者が多くなる青壮

年期以降に注目しがちですが、学齢期から歯肉に異常がある人は学年が上がるごとに増える傾

向があります。そのため、ライフコースアプローチの視点から、生活習慣が確立し、「他律」か

ら「自律」に移行する学童期から適切な生活習慣をつくっていくことが重要です。 

 

 働き世代から高まる歯周病 

■噛むことの重要性 

■予防が中心となったむし歯の健康格差 
■定期的な歯科健診 
■働き世代から高まる歯周病 
■口腔機能の維持と機能性を維持した歯の所持 
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２ 基本方針 

 藤沢市歯科保健推進計画では、「藤沢市健康増進計画（第３次）」に準じて、 

■健康を支える生活習慣の改善（個人の行動と健康状態の改善） 

■社会環境の質の向上（健康格差の縮小） 

■ライフコースを見据えた健康づくりの推進（ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり） 

の３つを基本方針として掲げます。 

 

３ 取組の方向性 

基本方針に基づき、歯と口腔の特徴を踏まえ以下の３つの基本的な取組の方向性を示します。 

▽歯科疾患の予防 

歯科の２大疾患であるむし歯と歯周病は予防が重要です。病状の進行は歯の喪失だけでなく、全

身の健康や生活に影響を与えるため、健診等の環境整備のほか、普及啓発による予防、早期発見を

推進します。 

 

▽口腔機能の獲得・維持・向上 

口腔機能と生活の質の関係の重要性をライフコースアプローチの視点から広く周知します。乳幼児期

から青年期では口腔機能の成長発育を促進し、壮年期では口腔機能の維持に、高齢期では維持や

低下した場合の回復をめざした事業を展開します。 

 

▽多様な担い手による社会環境整備 

口腔の健康の維持は歯科医療関係者だけでは実現困難です。医師、薬剤師、栄養士など専門職

種だけでなく、保育所、幼稚園、学校、介護関係者、福祉関係者などライフコースに沿った様々なコミュ

ニティが連携し、社会全体で実現に向かっていく必要があり、そのための支援を行います。 

 

 

 

１ 各立場からの取組 

◎ 市民が取り組むこと 

 

 

 

 

 

 
お口の機能が生涯を通じて育まれることを知り、いつまでもおいしく食べ、会話を楽
しむようにしましょう 

かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診やプロフェッショナルケア（専門的ケア）

を受けることを心がけましょう 

正しい歯とお口の健康に関心を持ち、自ら主体的にセルフケアに努めましょう 01 

02 

 計画の推進体制 

03 
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＜生涯を通じた歯と口腔の健康への取組＞ 

 

◎ 行政・関係機関の取組 

 （１）ライフステージごとの取組 

 
 

  ア 正しい情報の普及啓発と歯科医院の受診勧奨 

・マタニティクラス等を通じ、妊娠中の歯科疾患のリスクを周知し、歯・口腔への関心を高めるととも

に、適切な口腔ケアについて情報提供を行います。また、定期的な歯科受診の重要性も併せて

発信します。 

 

  

ア むし歯の発症予防へ向けた取組 

・乳幼児健康診査を通じたむし歯の早期発見に加え、リスクの高い乳幼児保護者への個別相談

や、かかりつけ歯科医につながるまでの支援を行います。 

・経過検診やむし歯予防相談をはじめ、フッ化物の塗布による予防の支援や、歯みがき習慣の獲

得に向けた保護者への個別指導を行います。 

・食育と連携し、食事や間食など食習慣からの支援を行います。 

   イ 口腔機能の育成に向けた取組 

・健全な口腔機能の発達に関する普及啓発を行い、食事摂取や習癖に関する相談を多職種で

連携して支援します。 

・適切な食習慣と歯みがき習慣が、ライフコースアプローチの視点から生涯にわたるおいしい食事、楽

しい会話につながることを普及啓発します。 

 

  

   ア 自立した適切な生活習慣の獲得に向けた取組 

・学校等と連携し、歯と口腔の健康の重要性を普及啓発するとともに、実習を交えた体験の機会

を設けることで主体的なセルフケアの定着を支援します。 

・食育と連携し、自律的な間食の選択支援と噛むことを意識した食事の啓発を行います。 

妊娠期 

乳幼児期 

学齢期～思春期 
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   イ 子どもにかかわる担い手の支援 

・子どもにかかわる支援者に対しても歯と口腔の健康の重要性を周知し、連携した歯科保健の推

進を行います。 

   ウ 健診を通じた早期発見・早期治療の推進 

・定期的な学校歯科健診により、むし歯、歯肉炎、歯並び、かみ合わせ異常等の早期発見を行

い、早期治療に向けて支援します。 

 

   

   ア むし歯、歯周病予防に向けた取組 

・成人歯科健康診査を利用した歯科受診の動機づけを行います。 

・むし歯、歯周病予防に向けたセルフケア（自分自身でのお口の清掃）の重要性について、普及

啓発を行います。 

・かかりつけ歯科医を持ち、プロフェッショナルケア（専門的ケア）を受けることの重要性を周知します。 

   イ 全身の健康との関連の普及啓発 

・糖尿病、心疾患等と歯周病の関連、よく噛むことによる健康増進など全身の健康から見たお口

の重要性を各関係機関・団体と連携し普及啓発を行います。 

・口腔がんに関連する普及啓発、検診を行います。 

・オーラルフレイル、口腔機能低下の普及啓発を行い、早期の対策を推進します。 

 

  

   ア むし歯、歯周病の予防に向けた取組 

・成人歯科健康診査を利用し、定期的な歯科受診の動機づけを行います。 

・むし歯、歯周病予防に向けたセルフケア（自分自身でのお口の清掃）の重要性について、普及

啓発を行います。 

・かかりつけ歯科医を持ち、プロフェッショナルケア（専門的ケア）を受けることの重要性を周知します。 

   イ 口腔機能低下予防に向けた取組 

・オーラルフレイル予防に関する健康教育、普及啓発を行います。 

・フレイルリスクの高い人に対する個別指導を行います。 

・成人歯科健康診査において口腔機能に関する検査を行います。 

（２）重点課題に対する取組 

 

 

 ア 歯科口腔保健の実態把握と担い手の支援 

・要介護高齢者、障がい児者等、支援を必要とする人の在宅、施設での歯科口腔保健は重要であ

り、家族や関係職種等を対象に、口腔ケアや口腔機能維持の必要性、誤嚥性肺炎リスクに関する

普及啓発を行います。 

・歯科医療関係者等と連携して歯科口腔保健の実態把握、環境整備を行っていきます。 

 

 

青壮年期 

高齢期 

支援を必要とする人の歯科口腔保健 



 

65 

 

 

ア 自立した適切な生活習慣の獲得に向けた取組（再掲） 

・学校等と連携し、歯と口腔の健康の重要性を普及啓発するとともに、実習を交えた体験する機会

を設けることで主体的なセルフケアの定着を支援します。 

・食育と連携し、自ら間食管理や噛み応えのある食事選択ができるように支援します。 

イ 子どもにかかわる担い手の支援（再掲） 

・人材育成を通じて、子どもにかかわる支援者に対しても歯と口腔の健康の重要性を周知し、連携し

た歯科保健の推進を行います。 
 

（３）取組の分類と位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お口ぽかんと口腔機能の発達＞ 
 

皆さん、「口腔機能発達不全症」という疾

患はご存じでしょうか。これは原因となる病気

がないのに食べる、話す、呼吸をするという口

の機能がうまく発達しない状態です。この病状

の代表的なものとして「お口ぽかん」がありま

す。具体的には、テレビを見たり、スマートフォ

ンを見たりしている時に、無意識に口が「ぽか

ん」と開いた状態を指し、これは口を閉じる筋

肉（表情筋）が弱くなることで起こります。こ

うした「お口ぽかん」は日本の３歳から 12 歳

の約３割に認められるとも言われており、口呼

吸やあごの発達、歯並びに影響するとされています。本市でも経年的に不正咬合（かみ合わせ不良）が認められる

割合は増加傾向であるため、口の機能の発達する乳幼児期から、よく噛んで食べるなど適切な食習慣、生活習慣を

心がけることが重要です。 

 ＜離乳完了後口腔機能発達不全症チェックリスト✔（一部のみ抜粋、改変）＞  

  

  

学童期を中心とした生活習慣の確立 

☝気になる症状がある場合は一度歯医者さんに相談してみましょう。 

※日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」より一部引用・改変 

○マタニティクラス等の実施

○食育と連携した歯科保健教育

○保育施設、学校での歯科保健教育

○お口の健康サポーターの養成

○専門職研修

○障がい児者等の歯科検診・治療、摂食支援の実施

○在宅・施設での歯科検診・治療実施

○フレイル・低栄養リスクの高い者への個別指導

○幼児歯科健康診査

○学校歯科健康診査

○成人歯科健康診査

○普及啓発講演会・イベントの実施

○定期受診啓発

○全身疾患との関連の啓発

疾病リスクの
高い者の支援

健康教育
人材育成

健康診査
普及啓発
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指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

＜疾病予防＞ 

う蝕のない人の割合 
３歳６か月児※1 93.3％ 95％ 

中学校１年生※2 72.3％ 82％ 

12歳の歯周病（要観察＋要精検）がない人の割合 中学校１年生※２ 81.5％ 85％ 

20～30 代における歯肉に炎症所見を有する人

の割合 
20～39 歳※3 58.6％ 45％ 

40 歳代で歯周病を有する人の割合 40 歳代※3 61.8％ 40％ 

60 歳で歯周病を有する人の割合 60 歳代※3 74.3％ 50％ 

＜健康格差の縮小＞ 

3 歳児で 4 本以上のむし歯のある幼児の割合 ３歳６か月児※1 1.50% 0％ 

過去１年間に歯科健診を受診した人の割合 20 歳以上※3 48.7％ 65％ 

＜歯の喪失予防＞  

60 歳で 24 本以上自分の歯を有する人の割合 60 歳※3 89.1% 92％ 

80 歳で 20 本以上自分の歯を有する人の割合 80 歳※3 38.9％ 65％ 

＜生活の質の維持・向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上＞ 

食事を奥歯でよく噛んで食べる人の割合 ３歳６か月児※４ 75.6％ 80％ 

60 歳代における咀嚼良好者の割合 60 歳※５ 82.3％ 90％ 

80 歳における咀嚼良好者の割合 80 歳※3 60.5％ 70％ 

※１ 母子保健統計  ※２ 藤沢市学校保健統計調査（別冊）※３ 藤沢市成人歯科健康診査 

※４ 藤沢市健康増進計画（第２次）及び第３次藤沢市食育推進計画の最終評価アンケート（令和５年度） 

※５ 藤沢市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導結果 

 

（イ）生活習慣病の発症予防・重症化予防 

取り組みに基づく指標 
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ａ がん 

 

現状と課題 

➢ 本市で令和元年度に行った介護保険認定調査によると、要介護に至った原因疾患は、

がん（悪性新生物）が最も高い割合でした。 

➢ 令和３年における本市の主要死因別死亡率は、がん（悪性新生物）が最も高い割合でし

た。 

➢ 令和４年度の藤沢市国民健康保険主要疾病医療費において、がん（悪性新生物）は、

「入院」では３番目に高い割合で、「入院外（外来）」では最も高い割合でした。 

➢ 令和５年度最終評価アンケートの結果から職場・市によるがん検診を受診していない

市民が４～６割いることから、継続して対象者に対する受診勧奨を行うとともに、が

ん検診の必要性について今後も周知していく必要があります。 

➢ 藤沢市がん検診の結果、要精密検査となった人に関する医療機関への追跡調査におい

て、実施状況や結果を把握できない人が一定数いるため、実施状況の把握及び精密検

査の受診率向上に努める必要があります。 

 

 

取組の 

方向性 

・がんに関する正しい知識の普及啓発 

・市がん検診の受診勧奨・再勧奨及び精密検査対象者への受診勧奨 

・がんの早期発見・早期治療の推進 
 

みんなで取り組むこと 

がんの早期発見・早期治療につなげるため、定期的にがん検診を受診しましょう 

検診の結果、精密検査が必要な場合は早期に受診しましょう 

がんやがんの予防に関する正しい知識を持ち、健康的な生活習慣を身に付けましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ P10、11、12、34、35 参照 

 

「ウェルビーイングの実現に向けて」 

本計画では、市の方針である「ウェルビーイング」の実現に向け、「いつまでも住み慣れた地域で、から

だも心も元気でいきいきと暮らし続けること」への取組をさらに進めていきます。 

その中の一つとして、がん治療に伴う外見の変化に対する「アピアランスケア」があります。 

近年においてがん医療の進歩は目覚ましく、多くの治療で通院が可能となっていますが、治療に伴う

外見の変化により、社会的な苦痛を抱えることもあります。そのような苦痛を取り除き、これまでどおりの

生活を取り戻すとともに、治療への意欲を高めていただけるよう、本市ではウィッグの購入・レンタル費や、

胸部補整具の購入費の助成を行っています。（２０２5年３月現在） 

ウェルビーイングの実現に向けては、心身の健康の維持に加え、個人を取り巻く社会環境の質の向上

を図ることも重要です。健康の分野を超えた機関・団体等との連携を進め、多様な主体による健康づくり

の取組を推進していきます。 

 

 

 

 

コラム 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） 

・妊娠前後及び妊娠中における望ましい生活習慣に関する健康相談や健康教育を

行います。 

・適正な時期に妊婦健診が受けられるよう支援します。 

乳幼児期 

・育児相談・健康診査等における食生活相談、保育園・幼稚園における食生活に

関する指導を行います。（a 栄養・食生活より再掲） 

・規則正しい生活習慣を確立するための普及啓発を行います。 

学童・思春期 

・HPV ワクチン接種など年齢に応じたがん予防の普及啓発を行います。 

・規則正しい生活習慣を確立するための普及啓発を行います。 

・学校の授業等を通して、生活習慣病予防等の普及啓発を行います。 

青壮年期 

・がんやがん予防・検診に関する正しい情報の普及啓発を行います。 

・がん罹患リスク低下のために必要な生活習慣に関する普及啓発を行います。 

・対象年齢となる市民に対しがん検診の受診勧奨を継続して実施します。 

・要精密検査と判定された人への精密検査受診勧奨を推進します。 

高齢期 

・がんやがん予防・検診に関する正しい情報の普及啓発を行います。 

・対象年齢となる市民に対しがん検診の受診勧奨を継続して実施します。 

・要精密検査と判定された人への精密検査受診勧奨を推進します。 

 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

職場・市等で実施のがん 

検診受診率 

（現状値は最終評価アンケー

ト結果による数値） 

胃がん(Ｘ線検査) 20 歳以上 31.3％ 

60％ 

胃がん(内視鏡検査) 20 歳以上 32.7％ 

肺がん 20 歳以上 46.1％ 

大腸がん 20 歳以上 50.2％ 

子宮頸がん 20 歳以上 51.4％ 

乳がん(マンモグラフィ検査) 20 歳以上 46.2％ 

 

参考：藤沢市がん検診 

受診率（令和５年度） 

※１ Ｘ線検査及び内視鏡検査 

※２ マンモグラフィ検査 

 

 

 

 

 

  

対象 
現状値 

(令和５年度) 

胃がん 40 歳以上※１ 9.6% 

肺がん 40 歳以上 35.0% 

大腸がん 40 歳以上 29.9% 

子宮頸がん 20 歳以上 21.0% 

乳がん 40 歳以上※２ 24.0% 
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ｂ 循環器病 

 

現状と課題 

➢ 令和５年度アンケート調査結果から、治療中の病気は、「高血圧」が最も多く、平成 25

年度・平成 30年度調査も同様の状況です。 

➢ 循環器病発症の要因の一つである肥満について、40～64歳男性の割合が 32.8％と高く、

平成 25年度と比べて６ポイント増加と悪化しました。 

➢ ＢＭＩ25 以上の肥満の人の割合は、成人において女性の 40～64 歳を除き増加してい

ます。高齢者では、ＢＭＩ25以上及び 18.5未満の人の割合ともに増加しています。 

 

取組の 

方向性 

・生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発 

・健康診査の受診勧奨 

・循環器病の早期発見・早期治療、重症化予防の推進 

 

みんなで取り組むこと 

循環器病予防に必要な知識を持ち、正しい生活習慣を心がけましょう 

１年に１回は健康診査を受け、必要時には早期に受診しましょう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもち、病状を改善・維持できるよう努めましょう 

  

※ P32、33、45 参照 

 

コラム 

循環器病 

循環器病は、脳卒中や心臓病など心臓と血管の病気の総称です。 

脳卒中は、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血などがあります。 

心臓と血管の病気は、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞等）、心不全、不整脈などがあります。 

循環器病の危険因子は高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満、運動不足、過度の飲酒などです。 

参考 循環器病対策基本計画 （令和５年３月） 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） 

・妊娠中の食生活に関する指導を行います。（ア a 栄養・食生活より再掲） 

・体調に応じて身体活動・運動に取り組むことができるように普及啓発をすすめます。 

（アｂ身体活動・運動より再掲） 

乳幼児期 
・育児相談・健康診査等における食生活相談、保育園・幼稚園における食生活に

関する指導を行います。（ア a 栄養・食生活より再掲） 

学童・思春期 
・学校における食に関する指導、栄養バランスのよい給食の提供を行います。（ア a

栄養・食生活より再掲） 

青壮年期 

・肥満予防・減塩・禁煙・運動等、高血圧予防への取組及び高血圧の疾病理解に

ついて普及啓発を行います。 

・循環器病重症化予防に向けた取組として、国民健康保険加入者で高血圧未治

療者への受診を勧奨します。 

・健康診査の受診勧奨を行うとともに、健診結果で「要医療」となった人のうち、未受

診の人に対して医療への受診を勧奨します。 

・重症化予防事業を推進します。 

高齢期 

・高血圧の疾病理解のための普及啓発や、循環器病重症化予防に向けた取組とし

て、国民健康保険加入者で高血圧未治療者への受診を勧奨します。 

・循環器病重症化予防につながる早期発見・早期治療、血圧管理、減塩・禁煙・

運動等の取組について普及啓発を行います。 

 

【指標項目】 

指標項目 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 脳血管疾患の死亡率※１（人口 10 万人あたり） 

（男女別） 

57.2 

（令和３年の値） 
55 

② 虚血性心疾患の死亡率※１（人口 10 万人あたり） 

（男女別） 

35.1 

（令和３年の値） 
33 

③ こくほ特定健康診査の受診率※２ 
36.8％ 

（令和４年の値） 
49％ 

④ 高血圧に該当する人の割合※３ 
22.2％ 

（令和５年暫定） 
20％ 

⑤ 脂質（LDL コレステロール）高値の人の割合※３ 
10.9％ 

（令和５年暫定） 
8％ 

⑥ メタボリックシンドロームに該当する人及び予備群の割合※４ 
30.0％ 

（令和４年の値） 
25％ 

※１ 神奈川県衛生統計年報    ※２ 特定健診・特定保健指導実施結果（法定報告値） 

※３ こくほ特定健康診査     ※４ 特定健診・特定保健指導実施結果集計表（県集計） 
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（Ｐ.16） 

ｃ 糖尿病 

現状と課題 

➢ 令和元年度に藤沢市健康づくり推進会議糖尿病部会を設置し、医師会、歯科医師会、薬

剤師会等と連携を図るとともに、重症化予防のための保健指導を体系化し、事業を推

進しています。 

➢ 普及啓発としてホームページ等での周知、講演会を実施し、発症予防として教室を実

施しています。また、重症化予防として未受診者への受診勧奨や保健指導プログラム

等を実施し、糖尿病の合併症予防や腎不全、人工透析への移行防止に努めています。 

➢ こくほ特定健康診査受診者において、「血糖値のコントロール不良者」である

HbA1c8.0％以上の人の割合は令和５年度 0.9％（暫定値）となっています。 

➢ 藤沢市国民健康保険加入者における人工透析患者数は令和４年度 333 人であり、令和

元年度以降は減少傾向です。 

➢ ＢＭＩ25 以上（肥満）の人の割合は、40～64歳の男性で 32.8％と最も高くなっていま

す。高齢者は、ＢＭＩ25以上及び 18.5 未満の人の割合ともに増加しています。 

 

取組の 

方向性 

・糖尿病発症予防の推進 

・糖尿病の早期発見・早期治療、重症化予防の推進 

 

みんなで取り組むこと 

糖尿病予防に必要な知識を持ち、正しい生活習慣を心がけましょう 

１年に１回は健康診査を受け、HbA1c 値の推移を確認しましょう 

HbA1c5.6％以上の場合は生活習慣の改善を行い、HbA1c6.5%以上の場合は受診しましょう 

糖尿病治療中の人は、合併症予防のために継続して受診しましょう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもち、病状を改善・維持できるよう努めましょう 

 

【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） 

・妊娠中の食生活に関する指導を行います。（ア a 栄養・食生活より再掲） 

・体調に応じて身体活動・運動に取り組むことができるように普及啓発をすすめます。 

（アｂ身体活動・運動より再掲） 

乳幼児期 
・育児相談・健康診査等における食生活相談、保育園・幼稚園における食生活に

関する指導を行います。（ア a 栄養・食生活より再掲） 

学童・思春期 
・学校における食に関する指導、栄養バランスのよい給食の提供を行います。（ア a

栄養・食生活より再掲） 

青壮年期 

・肥満予防・運動等、糖尿病発症予防への取組に関する周知啓発を行います。 

・健康診査の受診勧奨を行うとともに、健診結果で「要医療」となった人のうち、未受

診の人に対して医療への受診を勧奨します。 

・糖尿病重症化予防の取組として、治療中断者に対し医療への受診を勧奨します。 

高齢期 

・個々の状況に合わせた発症予防・重症化予防に関する周知啓発を行います。 

・健康診査の受診勧奨を行うとともに、健診結果で「要医療」となった人のうち、未受

診の人に対して医療への受診を勧奨します。 

※ P11、45、72 参照 
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【指標項目】 

指標項目 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① HbA1c8.0％以上の人の割合※１ 
0.9％ 

（令和 5 年暫定） 
0.5％ 

② HbA1c6.5％以上の人の割合※１ 
8.0％ 

（令和 5 年暫定） 
7.5％ 

③ こくほ特定健康診査受診率※２（再掲） 
36.8％ 

（令和４年の値） 
49％ 

④ メタボリックシンドロームに該当する人及び予備群の割合※２（再

掲） 

30.0％ 

（令和４年の値） 
25％ 

※１ こくほ特定健康診査 

※２ 特定健診・特定保健指導実施結果《法定報告値》 

 

藤沢市における糖尿病病態レベルに応じた糖尿病対策と関係機関の取組について 

 糖尿病予防 発症予防 重症化予防 

HbA1c値 ～5.5 5.6～6.4 6.5～6.9 7.0～ 

医師会 

    

歯科医師会 

    

薬剤師会 

    

市 

    

資料 藤沢市健康づくり推進会議糖尿病対策部会にて作成（一部改変） 

  

健診受診勧奨（かかりつけ医）          ／         定期的な受診勧奨（主治医） 

かかりつけ医・眼科・皮膚科・歯科等の連携 

健診受診勧奨（かかりつけ歯科医）      ／          定期的な受診勧奨（かかりつけ歯科医） 

かかりつけ歯科医・内科・皮膚科等の連携 

健診受診勧奨（かかりつけ薬剤師）      ／          お薬相談と受診勧奨（かかりつけ薬剤師） 

市民に対する「おくすり街かど講演会」 

 
服薬確認（残薬確認）・医療中断者への 

受診勧奨 

糖尿病に関する正しい知識の普及啓発 重症化を予防するための 
正しい知識の普及啓発 

こくほ特定健康診査の実施 ／ ヘルスチェックの実施 ／ 後期高齢者等健康診査の実施と受診勧奨 

健康教育・健康相談 

医療機関への受診勧奨・重症化予防 

保健指導（国保・後期） 

11 月 14 日のWorld Diabetes Day（世界糖尿病デー）にあわせ 

江の島シーキャンドルを青色にライトアップしています。 
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ｄ ＣＯＰＤ 

 

現状と課題 

➢ ＣＯＰＤの認知度について、男性、女性ともに「聞いたことがない」と「今回のアンケ

ートで初めて知った」を合わせた「知らない」人の割合が約半数となっています。 

➢ ＣＯＰＤの言葉や内容を知らない市民の割合が就労世代の男性や若い女性で多くなっ

ているため、ＣＯＰＤという言葉や正しい知識について普及啓発する必要があります。 

➢ 本市のＣＯＰＤの死亡者数を人口 10万人当たりで換算した死亡率は 9.5となっていま

す。ＣＯＰＤの死亡者の９割以上は 70歳以上の高齢者が占めており、高齢化が進む中

で、ＣＯＰＤの早期発見、早期治療に努める必要があります。 

 
 

取組の 

方向性 

・タバコについての正しい知識の普及啓発と望まない受動喫煙防止対策の推進 

・喫煙防止教育の徹底 

・喫煙者の減少に向けた禁煙支援サポート 

・肺がん検診等の受診勧奨 

・ＣＯＰＤ集団スクリーニング質問票の活用 
 

みんなで取り組むこと 

喫煙による健康リスクや、ＣＯＰＤの正しい知識を身につけましょう 

望まない受動喫煙をさけましょう 

【青壮年期・高齢期】１年に１回は健康診査を受けましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＯＰＤとは、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入することで生じた肺の炎症性疾患です。原因の

90％以上は喫煙であり、喫煙者の約 15～20％が発症するという研究もあります。 

症状としては、階段の上り下りなど体を動かしたときに息切れを感じたり、風邪でもないのにせきやたんが

続いたりすることなどが挙げられます。喫煙を開始する年齢が若いほど、また 1日の喫煙本数が多いほど、

ＣＯＰＤになりやすく、進行しやすいといわれています。 

COPDの一番の予防は「禁煙」です！咳、たん、息切れなど気になる症状のある方は、早めに呼吸器専門

医へ相談するようにしましょう。 

コラム 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）とは 

  

※ P26 参照 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

全世代共通 

・喫煙ルールの周知等、受動喫煙防止への配慮の推進を含めた受動喫煙防止対

策を推進します。 

・世界禁煙デー・禁煙週間等の機会を通じ、タバコの害やＣＯＰＤに関する正しい

知識の普及啓発を行います。 

妊娠期（胎児期） 

乳幼児期 

・教室や相談、訪問指導等における受動喫煙防止及び禁煙についての普及啓発、

保健指導を実施します。 

・保護者やその周囲にいる人たちに対し受動喫煙による健康被害の普及啓発を行い

ます。 

学童・思春期 

・小中高大学向けの喫煙防止教育にてタバコに対する正しい知識の普及啓発を行

います。 

・喫煙防止教育の中にＣＯＰＤの内容を取り入れる等、ＣＯＰＤ認知度の向上

に向けた取組を推進します。 

・保護者やその周囲にいる人たちに対し受動喫煙による健康被害の普及啓発を行い

ます。 

・本人及びその保護者、教育関係者に対する講義・広報物等での喫煙防止教育を

推進します。 

青壮年期 

高齢期 

・禁煙にチャレンジしたい市民に対してのサポート体制を強化します。 

・世界ＣＯＰＤデーの機会に広報物等を使用し、ＣＯＰＤの正しい知識の普及啓

発を行います。 

・肺がん検診等の受診勧奨を実施します。 

・ＣＯＰＤ集団スクリーニング質問票を活用し、ＣＯＰＤの普及啓発及び早期発

見・早期治療を促します。 

・禁煙支援ネットワーク登録機関等による禁煙支援事業を継続します。（医師会、

歯科医師会、薬剤師会） 

・肺がん検診等を受診できる体制を継続します。 

 

 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① ＣＯＰＤ認知率 20 歳以上 47.0％ 増加 

② ＣＯＰＤ死亡率※（人口 10 万人対） 20 歳以上 9.5 減少 

※令和３年神奈川県衛生統計 
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コラム 

ＣＯＰＤ集団スクリーニング質問票 

  

 

コラム 

藤沢市禁煙支援ネットワーク 

  

広く一般の人を対象として、COPDの可能性があるかどう

かを調べられる質問票です。設問数が５問と少ないため、簡

単に自己採点ができます。 

合計点が 4点以上の場合、COPDの疑いがあります。 

COPDの危険度をチェックしてみましょう。早めの治療があ

なたの肺を守ります。 

 

出典：一般社団法人 GOLD日本委員会 

 

「藤沢市禁煙支援ネットワーク」は、禁煙を支援する医療機

関、歯科医療機関、薬局で構成され、禁煙に関する情報提供

や相談、治療を行い、禁煙を希望する市民を支援しています。 
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（ウ）生活機能の維持・向上 

 

現状と課題 

➢ 健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の発症予防・重症化予防だけでなく、心身両面

の健康づくりも重要です。 

➢ 高齢化の進行に伴う要介護者の増加が予想されます。本市の要支援・要介護認定者数

（２号被保険者を含む）は、令和６年（2024 年）３月現在 21,946人となっており、平

成 30 年（2018 年）に比べ約 1.2 倍に増加しています。65 歳以上の要介護認定率は

20.1％であり、特に機能低下が軽度である要介護１や要支援認定者が増えています。 

➢ 骨折や関節疾患、心身の活力が低下した虚弱な状態など、要介護状態になる原因に対し

ては、骨粗しょう症予防や、サルコペニア・ロコモティブシンドローム予防、フレイル

予防対策を推進していくことが必要です。生涯にわたる生活機能の維持・向上のために

は、子どもの頃から望ましい生活を身につけること、身体機能の低下に備えた早期から

の介護予防の取組が必要です。 

 

 

取組の 

方向性 

・フレイル予防（オーラルフレイル予防、薬剤性フレイル予防等）の推進 

・骨粗しょう症予防の推進 

・サルコペニア・ロコモティブシンドローム予防の推進 

・認知症予防の推進 
 

みんなで取り組むこと 

日常生活で意識して身体を動かしましょう 

自分に合った趣味や人との交流を持ちましょう 

若いころから自分の体とこころの状態に関心を持ち、健康を意識した生活に取り組みましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ P9 参照 

悪性新生物

（がん）

24%

認知症

17%

脳血管疾患

14%

骨折・転倒

13%

整形外科疾

患（骨折以

外）

7%

呼吸器疾患

4%

心疾患

4%

その他

17%

資料 令和元年度藤沢市介護保険「主治医意見書」より 

図 65 要介護となった理由（要介護１以上） 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） 

乳幼児期 

学童・思春期 

・健康に関心を持ち、健康な身体づくりに取り組むことができるよう、適切な生活習慣

について正しい知識の普及啓発を行います。 

青壮年期 
・フレイルやサルコペニア・ロコモティブシンドローム、骨粗しょう症、認知症に関する正し

い知識の普及を図り、理解を促進し、予防に取り組むよう周知啓発を行います。 

高齢期 

・フレイルやサルコペニア・ロコモティブシンドローム、骨粗しょう症、認知症に関する正し

い知識の普及を図り、理解を促進し、予防に取り組むよう周知啓発を行います。 

・要介護状態になる要因の一つである転倒・骨折について、要因となった分析結果を

もとに、予防についての周知啓発を積極的に行うとともに、予防を目的とした運動等

の講座を実施します。 

・適切な薬の服用により治療が継続できるよう、薬の正しい使い方や薬剤性フレイル等

について普及啓発を行います。 

・フレイルのリスクが高い人を把握し、個人の状況に合わせた保健指導等を実施します。 

・ＫＤＢシステムを活用し、地域の健康に関する状況を把握するとともに、地域の実

情に合わせたフレイル予防の取組を検討します。 

・認知症予防に関する正しい知識の普及や、予防を目的とした生活習慣の見直しや

運動等の講座を実施します。 

・もの忘れの自覚や認知症の不安がある人や家族が、認知機能の低下について簡単

にチェックでき、相談できる体制を整備し、利用できるよう周知啓発を行います。 
 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 要介護認定の原因における骨折・転倒の割合※１ 40 歳以上 13.0％ 減少 

② 要介護認定なしの高齢者数※２ 65 歳以上 
87,404 人 

（令和６年の値） 

増加もしくは

維持 
※１ 藤沢市介護保険「主治医意見書」より（令和元年度） 

※２ 要介護別認定者数より（2024年 3月 31日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フレイル 
加齢に伴い心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態をいいます。

「健康」と「要介護状態」の中間の段階で、放っておくと「要介護状態」になる危険が高いといわれて

います。 

ロコモティブシンドローム 
「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」のことを表し、2007 年（平成 19 年）

に日本整形外科学会によって新しく提唱された概念です。 

サルコペニア 
加齢による筋肉量の減少及び筋力が低下した状態をいいます。 
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Ⅱ 社会環境の質の向上（健康格差の縮小） 

 

（ア）社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

～体とこころを大切にしていますか？～ 

 

現状と課題 

➢ 第２次計画では、「ソーシャルキャピタルを活用した健康なまちづくり」を掲げ、地域

とのつながり、地域における社会資源を活用した健康づくりに着目してきました。健

康なまちにはいいコミュニティが存在するということを念頭に置き、地域の特性や市

民力を活用した取組により、地域全体の健康度を高めることをめざしてきました。 

➢ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、地域のつながりや社会活動の機

会が減少したことは、こころの健康に影響を及ぼし、孤立・孤独が増加したとも考えら

れます。 

➢ 孤立・孤独の課題がある中で、ひとり一人が、自分の心身の不調に気づき、SOS を出し

やすい社会、周囲の人とお互いに体とこころの健康を気づかえる社会が求められてい

ます。 

➢ 現状では、地域活動に参加している人の割合は減少しており、男女ともに年齢が低く

なるにつれ、地域での活動に「参加したくない」の割合が高くなる傾向がみられ、特に

働く世代は、日常生活で地域とのつながりをもつ機会が少ないと考えられます。 

 

 

取組の 

方向性 

・気軽に参加できる健康づくりの仕組みの創出 

・ボランティア活動やサークル活動など、社会参加の促進 

・全世代、全対象に向けた社会とのつながりの促進 

・こころの健康づくりの推進 

 

みんなで取り組むこと 

地域活動や趣味の活動に参加しましょう 

自分のペースでできるスポーツや運動を楽しみましょう 

周囲の人の健康について、気になったら声をかけましょう 

自分に合ったストレス解消法を見つけましょう 

こころの健康に関して自身でチェックをしましょう 

こころの問題に関して相談できる窓口を知りましょう 

 

  

※ P36、44 参照 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

ライフステージ 取組内容 

妊娠期（胎児期） 

・地域で安心して子育てができるよう、妊娠期からマタニティクラスや子育て支援センタ

ー等をはじめとする交流の場の周知及び利用勧奨を行います。 

・妊娠中の生活や子育てに関する相談先についての周知啓発を行うとともに、気軽に

相談できる体制の整備を行います。 

乳幼児期 
・保護者同士がつながりを持ち孤立しないよう、相談支援の充実や子育てに関する

情報発信を行います。 

学童・思春期 
・自分の体に関心を持ち、生涯を通じて自分自身を大切にしてほしいことを伝えます。 

・こころの健康についての情報提供を行い、相談先について周知を行います。 

青壮年期 

高齢期 

・ボランティア活動等に主体的に参加することが自分や家族の健康づくりに役立つこと

を普及します。 

・健康づくり応援団サポーターの仕組みにより、健康づくりの自助・互助を推進します。 

・こころの健康についての情報提供を行い、相談先について周知を行います。 

・自分自身のこころの健康についての気づきを促すために、メンタルチェックシステム「ここ

ろの体温計」等の周知及び利用勧奨を行い、気軽にチェックできる体制を整えます。 

 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 地域での活動に参加している人の割合 20 歳以上 24.3％ 30% 

② 居住地域がお互いに助け合っていると思う人

の割合 
20 歳以上 58.0％ 63% 

③ 現在の暮らしに満足している人の割合 20 歳以上 76.2% 80% 

④ 地域等で共食している人の割合 20 歳以上 73.8％ 78% 

⑤ ストレス解消法を持っている人の割合 20 歳以上 51.4％ 56％ 

⑥ 健康づくり応援団サポーターの数※ 73 人 90 人 

※健康づくり課の概要（令和５年度） 

 

  

 

コラム 
こころの体温計 

～こころの健康チェックしてみませんか？～ 

こころの健康やストレス状態を、携帯電話やパソコンを利用して調べることができます。 

【利用方法】 

市のホームページの保健予防課のページ、 

または右の二次元コードからアクセスしてください。 

※無料で利用できます（通信費を除く） こころの体温計（本人モード） 
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（イ）自然に健康になれる環境づくりとアクセスしやすい基盤整備 

～様々な対象者へのアプローチ～ 

 

現状と課題 

➢ 健康寿命の延伸をめざすためには、自ら健康づくりに積極的に取り組む人だけではな

く、健康に関心が向きにくい人を含む、様々な対象者にアプローチを行うことが重要

です。第２次計画では、本人が無理なく自然に健康な行動をとることができるような

環境整備として、望まない受動喫煙を防止するための取組、健康的な食環境の整備た

めの取組等を行ってきました。 

➢ 現状としては、望まない受動喫煙の機会については、健康増進法の改正や、藤沢市公共

的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドラインの推進等により、減少

が図られたと考えられます。 

➢ 健康に関する情報の入手先については、若い世代では「インターネット・ＳＮＳ」の割

合が高い傾向である一方で、年齢が高くなるにつれ「市役所など行政機関」「医療機関」

「広報ふじさわ」の割合が高くなる傾向がある等、世代により傾向が異なります。 

➢ 楽しんで健康づくりに取り組むきっかけづくりとして、アプリを活用した「ふじさわ

歩くプロジェクト」を実施しており、働く世代をメインターゲットとした個人や企業

を含めた取組を進めています。 

➢ 多様な価値観、生活スタイルが存在する社会環境の中、ライフスタイルに合った健康

づくりに取り組みやすい環境整備が求められており、行政のみならず、企業や団体等

の多様な主体と連携した健康づくりの取組を進める必要があります。 

 

取組の 

方向性 

・健康的な食環境整備の推進 

・受動喫煙防止対策の推進 

・「インターネット・ＳＮＳ」を活用した情報発信及びアクセスしやすい情報提供 

・楽しみながら取り組める健康づくりの推進 

・民間運動施設等、多様な主体と連携した健康づくりの推進 

・健康経営の推進 

 

みんなで取り組むこと 

現在の自分の健康状態とリスクを知り、必要な健康行動をとりましょう 

正確な健康づくり情報を取得しましょう 

自分に合った方法で健康づくりを実践しましょう 

自分の健康についての記録を継続しましょう 

  

※ P25、52 参照 
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【行政・関係機関・団体の取組】 

取組内容 

・健康に関心が向きにくい人が、自然に健康的な行動に誘導されるよう、ナッジ理論やＳＮＳ等デジタルを積

極的に活用した情報発信など、手法を工夫します。 

・健康支援アプリ等を活用したウォーキングや食事等の取組を支援、活用を促します。 

・外食や中食の機会が多い人でも、健康的な食事を選びやすくなるよう、食環境の整備をすすめます。 

・望まない受動喫煙の機会を減らすために、商業施設等への協力依頼など、環境整備を引き続き行います。 

・公園の健康遊具等の周知や、スポーツをはじめとするイベント等の開催を通して、体を動かす機会が自然と増

える環境整備を推進します。 

・観光等、健康以外の分野とも連携し、結果として健康づくりにつながる機会を積極的に推進します。 

・特定給食施設等（事業所）の栄養指導状況を把握し、適切な栄養管理の実施について必要な指導及

び助言を行い、環境整備に努めます。 

・医療保険者（全国健康保険協会等）や健康経営に取り組む事業者等の連携を進め、職域における健康

づくりを推進します。 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 受動喫煙の機会を有する人の割合 

（再掲） 

行政機関 

医療機関 

職場 

家庭 

飲食店 

0.1％ 

0％ 

10.4％ 

6.8％ 

9.6％ 

0％ 

現状維持 

5% 

５％ 

8% 

② 健康づくり応援団協力店の店舗数※ 57 店舗 70 店舗 

③ 利用者に合わせた食事提供をしている特定給食施設等 

（事業所）の割合※ 
61.1％ 70％ 

※② 健康づくり課の概要 

※③ 地域保健課調べ 
 

 

 

 

 

 

  

ナッジ理論 

人間の行動を心理学、経済学の側面から研究する「行動経済学」を実社会で役に立てる一つの

方向性として示されました。選択の余地を残しながらもより良い方向に誘導するなど、「望ましい行

動」を科学的に後押しする手法により、「行動」に関する課題の解決策の一つとして注目されていま

す。                

 

コラム 

外食と中食 

レストランや飲食店で料理を食べることを「外食」と言い、総菜やコンビニ弁当等の調理済み食品を自

宅で食べることを「中食」と言います。ライフスタイルの多様化により、調理の手間がかからず、価格も外

食より手頃なこと等から、中食を活用する人が増えています。 

 

参考 明日から使えるナッジ理論 
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スポーツジ 等

気 さ、ライフスタイルに応じたサー ス

ウ ーキン 団体等

地域へのアウト ーチ
地域における  、イベントなど

様々な運動サークル等

から 動かし 

  体 等

健康増進施設

指定運動 法施 

 スクなし

ロー スク

疾病など

 イ スク

医 の指 に基づく運動療法を行うのに した施 

運動指導を行う者を配 

 介
「身 な運動の 」

 

コラム 

 

コラム 

からだ動かし隊 

「からだ動かし隊」は、地域で健康づくりのために仲間と 

一緒に定期的にからだを動かす活動を行っている団体等の 

登録制度の名称です。 

公園や市民の家など色々な場所で活動をしています。 

自由に参加できるグループもありますので、声をかけてみて 

下さい。 

 

 

 

 

健康づくり応援団 協力店 

日常的に人々が多く利用する外食や中食（惣菜・弁当）等で 

健康に配慮した料理を選択しやすい環境を整えるため、飲食店 

等と協力した取組を実施しています。 

 

参考 藤沢市 HP 

健康づくり応援団協力店 

循環型健康づくり 

「循環型健康づくり」とは、従来より藤沢市がめざしている、健診結果や自分の身体の状況に

応じ、身近な地域で健康づくりに取り組む仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

コラム 
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Ⅲ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

ライフステージ別の取組 

 乳幼児期 学童・思春期 青壮年期 高齢期 

栄養・食生活 

    

身体活動・運動 

    

休養・睡眠 

    

喫煙 

    

飲酒 

    

歯・口腔の健康 

    

生活習慣病の発

症予防・重症化

予防 

    

ゆっくりよく噛み、適正体重を維持しましょう 

 

主食・主菜・副菜を意識し、１日３食、バランスよく食べましょう 

 

野菜摂取を意識し、塩分の取りすぎに気をつけましょう 

 

外遊びやからだを動かす楽しさを知りましょう 

 
座っている時間が長くならないよう意識し、 
日常生活の中で身体活動量を増やしましょう 

 
日常生活の中で、歩くことを心がけましょう 

 
適正体重を維持するために運動習慣を身につけましょう 

 
自分に合った方法で安全に運動しましょう 

 

早寝・早起きの習慣をつけましょう 

 
年齢に応じた適正な睡眠時間を確保するようにしましょう 

 
日常的に、十分な睡眠を確保し、疲れをためないようにしましょう 

 

20歳未満、妊娠・授乳期は飲酒を 
しないようにしましょう 

 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒を 
しないようにしましょう 

 
健康に配慮した飲酒の仕方を知り、実践しましょう 

 

歯とお口の健康に関心を持ち、主体的にセルフケアに努めましょう 

 
かかりつけ歯科医を持ち、プロフェッショナルケアを心がけましょう 

 
お口の機能が生涯を通じて育まれることを知り、いつまでもおいしく食べ、会話を楽しむようにしましょう 

 

予防に必要な知識を持ち、正しい生活習慣を心がけましょう 

 
定期的に健（検）診を受けましょう 

 
かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局をもち、病状を改善・維持できるよう努めましょう 

 

タバコについての正しい知識を持ち、 
喫煙をしないようにしましょう。 

 
日常的に、十分な睡眠を確保し、疲れをためないようにしましょう 

 
禁煙にチャレンジしましょう。 
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人生 100 年時代の到来を踏まえ、市民一人ひとりが生涯を通じた健康づくりを効果的に

進めていくことが望まれます。年を重ねるスピードは皆同じであっても、健康状態は一人

ひとりプロセスが異なり一律ではありません。 

また、ライフステージごとに、その人を取り巻く状況や健康課題は異なっています。 

例えば、 

▼就労世代や子育て中の人は、健康づくりに費やす時間が確保できない 

▼若年女性のやせ、更年期症状等、女性はライフステージごとに様々な健康課題がある 

▼高齢者になり、社会参加する機会が減り、健康に影響がでる 

第２次計画では、ライフステージに応じた健康づくりの取組を行ってきました。 

現在の健康状態は、これまでの生活習慣や社会環境等の影響を受けています。同時に、 

次の世代の健康にも影響を及ぼす可能性もあります。 

「ライフコースアプローチ（人の生涯を経時的に捉えていく考え方）」の視点を取り入れる

ことは「誰一人取り残さない健康づくり」には重要であり、このことを踏まえ、「子ども」

「高齢者」「女性」に関する目標を設定します。 

  

 

 図 66 ライフコースアプローチの概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 健康日本 21（第二次）最終評価報告書を参考に作成 

健康な生活習慣

の定着 

健康な生活習慣の継続 

成育サイクル 

妊娠期 

（胎児期） 

乳幼児期 

高齢期 

青年期 

学童・思春期 

壮年期 

健康寿命の延伸 

健康の維持・増進 

健康な生活習慣の確立 

次世代への継承 
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・身体活動・運動不足 

・やせ傾向と肥満傾向 

・20 歳未満の者の飲酒・喫煙 

・生活習慣の乱れや環境要因等によるこころの健康への影響 

主な健康課題 

 

（ア）子ども 

 

子どもの頃に身につけた健康的な生活習慣を、大人になってからも継続することは、健

康な心身の維持、健康寿命の延伸へとつながります。大切なのは、大人が健康への意識を

高め、子世代へ正しい生活習慣を定着させることです。子どもの頃からの正しい生活習慣

は、自分の子世代へと受け継がれ、理想的な循環を形成していきます。 

子どもの健康を支える取組を進めるとともに、妊婦の健康増進を図ることも重要です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

取組の 

方向性 
将来の生活習慣病予防等にもつながる健康的な生活習慣の確立 

 

 

 

◇妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援 

・母子健康手帳交付時等に全ての妊婦と面接を実施し、妊婦健康診査の受診勧奨や母子保

健に関する相談や、サービスの情報提供を行います。 

・胎児期から乳幼児期における環境が将来の健康に影響することを踏まえ、食事や運動を

はじめとする、健康な生活習慣を確立できるよう周知啓発を行います。 

・子育て中の親子が孤独・孤立に陥らないよう、子育てしやすい環境整備をすすめます。 

 

◇児童・生徒への健康づくりに関する教育と健康管理の推進 

・学校や家庭と連携し、子どもが自分の体に関心を持ち、大切にする気持ちを育み、適切

な食事、運動、睡眠など、自分の健康を管理する力を身につけるための教育を行います。 

・必要時、生活習慣病を早期に発見するための検診を行い、医療機関への受診を勧奨する

とともに、保護者との連携により、生活習慣の改善について保健指導を実施します。 

・デジタル端末画面を見る機会が増えていることから、目をはじめとする体やこころの健

康への影響と、適切な使用について啓発を行います。 

・学校において児童・生徒に対し、喫煙・飲酒の害について健康教育を実施します。 

  

目標に向けての取組 
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【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① 運動やスポーツをしない人の割合（１週間の総運

動時間 60 分未満の割合）（再掲） 

小学校５年生※ 

男子 

女子 

  

7.0% 

13.3% 

 

減少 

 

中学校２年生※ 

男子 

女子 

 

11.2% 

24.8% 

 

減少 

② 肥満度 30%以上の人の割合 

小学校５年生 

男子※ 

女子※ 

4.2％ 

5.1％ 

3.3％ 

 

減少 

中学校 2 年生 

男子※ 

女子※ 

1.9％ 

2.6％ 

1.2％ 

 

減少 

③ 肥満度-2０％以下の人の割合 

小学校５年生 

男子※ 

女子※ 

4.3％ 

3.5％ 

5.0％ 

 

減少 

中学校 2 年生 

男子※ 

女子※ 

6.1％ 

4.6％ 

7.6％ 

 

減少 

④ 20 歳未満の飲酒したことのある人の割合 

（再掲） 

小学校６年生 6.2% 0% 

中学校 2 年生 2.3％ 0% 

⑤ 20 歳未満の喫煙率（再掲） 
小学校 6 年生 0.7％ 0％ 

中学校 2 年生 0.6％ 0% 

※ 体力・運動能力、運動習慣等調査結果 
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・低栄養、やせ 

・筋力の低下 

・社会とつながる機会の減少 

・認知機能の低下 

・難聴や白内障の出現など、感覚機能の低下 

主な健康課題 

 

（イ）高齢者 

 

高齢期は成育サイクルを経た先であり、子どもの頃に身につけた生活習慣、大人になっ

てからの継続した生活習慣が反映される時期であると考えます。 

 高齢期に健康であるためには、高齢期からの健康づくりではなく、子どもの頃から高齢

期に至るまでの継続した取組が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の 

方向性 

・いきいき長寿プランふじさわと連動した取組 

・心身の機能の維持のための健康づくり 

・社会活動参加の促進 
 

 

 

◇低栄養予防や口腔機能の維持などフレイル予防及び生活習慣病重症化予防の推進 

・低栄養、筋力低下等による心身機能の低下により要介護状態に近づくことを防ぐため、
医療専門職の積極的な介入や健康チェックの機会の充実を図り、高齢者の健康づくりや
フレイル予防（オーラルフレイル、サルコペニア予防等を含む）を推進します。 

・現在の体の状態を確認する機会として、年に１回の健（検）診受診を推進します。 
 

◇高齢者が自ら積極的に社会参加するための支援 

・社会参加や地域での健康づくり等の活動の支援、活動を促す環境づくりを行います。 
 

◇認知症の正しい理解と早期発見 

・認知症への理解を深めるとともに、認知症予防の普及・啓発を行います。 
・もの忘れの自覚や認知症の不安がある人や家族が、早期に相談でき、必要時早めに受診

につながるよう、認知症に関する相談や受診にかかる支援体制の整備をすすめます。 

 

【指標項目】 

指標項目 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① ＢＭＩ20 以下の高齢者の割合 22.5% 20％未満 

② 運動を含めて１日 40 分以上元気に身体を動かしている高齢者の割

合※（６か月以上または６か月以内の人の割合）（再掲） 
37.5％ 42％ 

③ 地域での活動に参加している高齢者の割合（再掲） 30.1％ 35％ 

目標に向けての取組 
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コラム 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

フレイルを予防するための取組で、疾患の予防や早期発見、重症化予防をするための「保健事

業」と、要介護状態にならないように生活機能の改善をめざす「介護予防」、そしてかかりつけ医に

よる医療を組み合わせて、高齢者を支援する仕組みです。 

本市では、フレイル対策として、多くの人にフレイル予防に関する情報提供を行ったり（ポピュレー

ションアプローチ）、リスクが高い人に対して個別支援を実施したりする（ハイリスクアプローチ）な

ど、さまざまな支援を実施して、要介護状態の人を減らし、自立した高齢者を増やすための、体制を

整備しています。 

 

【事業内容】 

１．疾病予防・重症化予防（ハイリスクアプローチ） 

（１）低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防の取組 

（２）多剤投薬者への相談・指導事業 

（３）健康状態不明な高齢者の把握事業 

２．医療専門職による高齢者の集まる場等への積極的関与（ポピュレーションアプローチ） 

３．健診・医療等のデータ分析 

 

 

 

 

 

 

資料 厚生労働省 
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（ウ）女性 

 

女性は、思春期、性成熟期、更年期、老年期と、そのホルモンの状態によって、また、結

婚や育児などのライフステージによって男性とは異なった変化をしています。 

ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性を踏まえ、人生の各段

階における健康課題の解決を図ることが重要です。 

 

 

図 67 女性ホルモンと女性のライフステージごとのかかりやすい病気や症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」 
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・若年層にやせ傾向が多い（骨粗しょう症や骨折のリスクが増加） 

・女性のがんのり患率が増加 

・身体活動・運動習慣の低下 

・妊婦及び若年層の喫煙率が増加傾向 

・飲酒頻度が高い 

・更年期障害等に伴う心身の不調 

主な健康課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の 

方向性 

・女性のライフステージに応じた健康づくりの推進 

・妊娠期（胎児期）における健康づくり 
 

 

 

◇女性特有の健康課題に着目した健康づくりを推進 

・女性特有の健康課題をテーマにしたセミナーを開催し、健康づくりへの関心を深めるよ

うに取り組みます。 

・健康診査後の保健指導により、適正体重維持の必要性について周知を図ります。 

 

◇プレコンセプションケア及び妊娠期の保健指導等の充実 

・飲酒や喫煙等が健康や胎児に及ぼす影響など、将来の妊娠や出産を考えて日々の生活が

健康につながることを正しく理解し、習慣化することができるよう、普及啓発等の充実

を図ります。  

 

◇骨粗しょう症予防の普及啓発の充実 

・骨粗しょう症の予防について機会をとらえて啓発するとともに、健康づくりイベント等

で自身の状態を確認できる環境整備に努めます。 

 

【指標項目】 

指標項目 対象 
現状値 

(令和５年度) 
目標値 

① ＢＭＩ18.5 未満の女性の割合 20～39 歳  18.3% 15%未満 

② 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している女

性の割合（再掲） 

20 歳以上 

女性 

 

10.6％ 

 

9.6％ 

③ 妊婦の喫煙率（再掲） 1.2％ 0％ 

 

  

目標に向けての取組 
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・食習慣の乱れ 

・十分な睡眠時間を確保できていない 

・肥満が多い 

・飲酒の機会が多い（飲酒量が増える） 

・運動習慣がない（運動する時間の確保が難しい） 

・座っている時間が長い 

・ストレスを抱えている 

・喫煙率が高い 

・歯みがき習慣の乱れと定期的な歯科受診の不足 

主な健康課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の 

方向性 

■地域・職域連携による健康づくりの推進 

・働く人に届く情報発信の工夫 

・生活に取り入れやすい食生活や運動習慣の改善方法等についての普及啓発 

■事業所への直接的支援 

・希望する事業所に対して、従業員の健康課題に応じた出張講座の実施 

・健康経営の周知及び協力 

 

 

 

  

働く人の健康課題 

働き方改革やテレワークの普及等により、働き方を含めたライフスタイルが多様化すること

で、身体活動量の低下やコミュニケーション不足によるメンタル不調等の新たな課題がでてき

ています。さらに、労働者に占める高齢者の割合は増加しており、従業員の健康管理は事業所

にとっても重要な課題となっています。 

また、青・壮年期の時期については、仕事や家庭（家事・子育て・親の介護等）のこと等で

多忙となり、自身の健康に関心が向きにくい時期である一方で、この間の生活習慣の積み重ね

が、その先の高齢期の健康状態につながることから、生活習慣病の予防と介護予防を意識した

健康づくりの取組を始める必要があります。 

資料 令和４年度協会けんぽ郡市別 健康度割合・生活習慣割合 

80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0

運動習慣

身体活動

歩行速度

食事速度

夕食時間

間食なし

朝食とる

飲酒少ない…

飲酒少ない…

睡眠時間

生活習慣割合

神奈川県 藤沢市

80.0
85.0
90.0
95.0

100.0
105.0

腹囲正常

血圧正常

血糖正常

脂質正常

非メタボ

非喫煙

健康度割合

神奈川県 藤沢市
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第４章 健康寿命延伸のための重点プロジェクト 

 

１ 目的 

 本計画においては、施策ごとに指標を設定し、施策の進捗や成果等の検証を行っていき

ながら、各種健康づくり事業に取り組みます。 

 本市の現状・課題を踏まえ、特に重点的に実施すべき健康づくり施策を「健康寿命延伸

のための重点プロジェクト」に位置付け、先導した取組を実施することにより、本計画の

推進を図ります。 

 

２ 健康寿命延伸のための重点プロジェクト 

【世代ごとの健康課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健
康
課
題
に
対
す
る 

３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

 プロジェクト①  プロジェクト②  プロジェクト③ 

 

「知る」「気づく」 

「行動する」 

～きっかけづくりプロジェクト～ 

 

いつまでも元気に歩ける

身体づくり 

～転倒・骨折予防プロジェクト～ 

 

人と社会とつながる 

健康づくり 

～つながりプロジェクト～ 

⇒重点プロジェクトに取り組み、健康寿命延伸へ  

食習慣（朝食、野菜、バランス等） 

運動習慣 

生活リズム 

健診（検診）未受診 

肥満の増加 

糖尿病の増加 

喫煙、飲酒の習慣 

歯周疾患の増加 

 

 

女性のやせ、低栄養 

フレイル 

転倒し、骨折→要介護 

認知症の増加 

子
ど
も 

働
き
世
代 
高
齢
期 

運動不足 

食生活の乱れ 

肥満 

メタボ 

糖尿病 

高血圧 

やせ状態 

骨粗しょう症 

フレイル 

骨折 

健康への意識の 

二極化 
（健康に関心の高い人

と、向きにくい人） 

孤独・孤立 

社会的フレイル 

生活習慣病 転倒、骨折、 

要介護 

地域からの 

孤立 

 
過度な
ダイエ

ット 
など 
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「知る」「気づく」「行動する」～きっかけづくりプロジェクト～ 

子どもの頃からの不健康な生活習慣が、将来の生活習慣病の発症やフレイル・要介護状

態につながる可能性を踏まえ、自分の体に「関心を持ち」、個人の行動変容につながる気づ

きへのアプローチとして、きっかけづくりの提供を推進します。 

健康への関心度の違い等による健康格差も課題となっており、必要な人に必要な情報が

届く情報発信や、生活習慣を改善しようとする意思と行動の状況に合わせた働きかけを行

います。 

 

【生活習慣の改善に向けたきっかけづくりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組と指標項目】 

主な取組 

（Ｐ83、93） 

●「インターネット・ＳＮＳ」を活用した情報発信の工夫 

●知りたい人が、いつでも、どこでもアクセスできる情報提供の工夫 

●身近な場所で健康チェックができる場や機会の提供 

●ナッジ理論を活用した健康づくりの手法や、がん検診受診勧奨通知の工夫 

関連指標 ・健診受診率 

・がん検診受診率 

・運動習慣者の割合 

・成人喫煙率 

プロジェクト① 

 

個人の行動変容につながる 

気づきを促すアプローチ 

自分の体に 

「関心を持つ」 

ＳＴＥＰ１ 

「知る」 

・ＳＮＳを活用した情報発信 

・アクセスしやすい情報提供 

・ナッジを活用した動機づけ 

 

ＳＴＥＰ２ 

「気づく」 

・受診しやすい環境づくり 

・早期発見に向けた取組 

・早期治療に向けた支援 

 

ＳＴＥＰ３ 

「行動する」 

・隙間時間の活用、日常生活の延長での取組 

・楽しみを加えた取組 

・支援者のネットワーク 
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いつまでも元気に歩ける身体づくり ～転倒・骨折予防プロジェクト～ 

妊娠期からの「やせ」や、子どもの頃からの運動不足などが影響し、大人になり、骨量

や筋肉量の減少による骨粗しょう症やサルコペニア、フレイルや転倒・骨折につながる可

能性があります。 

フレイルや転倒・骨折の予防に向けて、子どもの頃からの健康づくりと環境整備を推進

します。 

【転倒・骨折予防対策のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組と指標項目】 

主な取組 

（Ｐ50、52、63、

64、65、77、83） 

●楽しみながら取り組める健康づくりの仕組みづくり 

●フレイル予防の取組（転ばない体づくりの推進） 

●「身体活動・運動」と「栄養・食生活」「歯・口腔の健康」の連動による取組 

関連指標 ・運動習慣者の割合 

・要介護認定なしの高齢者数 

・80 歳で 20本以上自分の歯を有する人の割合 

プロジェクト② 

転倒・骨折予防へのアプローチ 

 

コラム 

転倒が起きやすい場面 

要介護となった理由のうち、骨折・転倒の割合は 13％となっています（令和元年度藤沢市介

護保険「主治医意見書より」）。 

日常生活での転倒は、６割が室内で発生しています。 

電話や玄関チャイムの音に慌てたり、庭掃除、部屋の片付けなどの作業中、お風呂場や台所、

トイレなどの水回り周辺で、転倒が起きやすいため、注意が必要です。 

 

やせ 
・若い世代からの普及啓発 

（適正体重に関する知識など） 
 

骨粗しょう症 

・自分のからだを知る機会 

（骨密度測定、フレイルチェック） 

・運動、身体活動の推進 

(「ふじさわ歩くプロジェクト」等) 

 

転倒・骨折 
・転ばないからだづくりの推進 

（転倒予防講座、公園体操等） 

・転倒予防のための注意喚起 
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人と社会とつながる健康づくり ～つながりプロジェクト～ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、孤独・孤立や社会的フレイルの課

題が顕在化しています。 

個人の健康度を上げるためには、健康づくりに一人で取り組むのではなく、誰かと一緒

に取り組んだり、地域の中で活動したりといった「つながり」が、健康に大きく影響して

いると考えます。健康づくりにおいても、デジタルを積極的に活用し、地域包括ケアシス

テムの深化、ソーシャルキャピタルの活用を図り、人と社会とのつながりを大切にします。 

 

【人とつながる健康づくりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康づくり応援団」や「藤沢型地域包括ケアシステム」を活用し、身近な地域で人・社会・健

康がつながる仕組みづくりを推進していきます。 

【主な取組と指標項目】 

主な取組 

（Ｐ81、83） 

●社会参加の促進 

●気軽に参加できる健康づくりの推進 

●デジタルの活用を含む、多様な手法によるつながりの推進 

●こころの健康づくり対策の推進 

●健康以外の分野とも連携した健康づくりの推進 

関連指標 ・地域での活動に参加している人の割合 

・現在の暮らしに満足している人の割合 

プロジェクト③ 

誰一人取り残さない健康づくりのアプローチ 

 

多様な 
健康課題 

・交流、趣味、生きがいにつながる活動への支援  

 ・誰かとともに参加できる健康づくり事業の実施 

・デジタルを活用したつながり、健康づくり事業の展開  

・体操、ウォーキングなどの機会の提供  
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第５章 計画の推進体制 

 

１ 推進体制 

市民の健康づくりを進める上で、市民自身はもちろんのこと、家庭や地域、事業者、保

健医療等関係者及び市が、主体的に取り組むことが求められます。さらに、それぞれの特

性を生かしつつ、相互に連携しながら健康づくりに取り組むことが重要です。 

 

２ 実施主体の役割 

（１）市民の役割 
いつまでも住み慣れた地域で、からだも心も元気で、いきいきと暮らし続けるためには、

市民一人ひとりが健康であると感じるとともに、主体的に健康づくりを行うことが大切で

す。 

また、身体の健康だけでなく、自分なりに楽しくいきいきと毎日を過ごすとともに、地

域の様々な活動に参加し、人とのふれあい・交流の中から健やかで充実した暮らしを見つ

けることが期待されます。 

 

（２）家庭の役割 
家庭は、健康的な生活習慣を身につけるための基礎を育む大切な場であり、健康的に生

活習慣を次世代へつなげる役割も担っています。同時に、家庭でお互いの健康を気遣い、

家族ぐるみで健康づくりに取り組むことが期待されます。 

 

（３）地域の役割 
地域社会の中では、様々な人が住み慣れた環境で支え合い、助け合い、お互いに関わり

ながら生活しています。健康づくりは、一人で取り組むだけでなく、仲間と一緒に取り組

むことが大切です。 

地域により、社会環境が異なることから、各地域の健康課題等を把握し、地域特性を踏

まえた健康的な地域づくり・まちづくりが推進されることが期待されます。 

そのためには、自治体等の地域団体や、学校、医療機関等がお互いに連携し、相互のつ

ながりを強めることで地域全体の健康度が高まり、健康都市の実現につながることが期待

されます。 
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（４）保健医療関連団体（藤沢市医師会、藤沢市歯科医師会、 

藤沢市薬剤師会等）の役割 
保健・医療の専門家として、情報提供や啓発を様々な機会を通して行うことで、市民の

健康を支援する役割を担います。 

本計画では、一次予防に加え、病気を抱えながらも前向きに生活することができるよう

「重症化予防」の推進にも取り組んでいきます。そのため、医療では、かかりつけ医と専

門医療機関との連携をさらに進め、適正医療や、療養支援による「重症化予防」の取組が

期待されます。 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、保健福祉関係機関、健（検）診機関等が、それぞれの役

割を果たすとともに、連携していくことが重要になります。 

 

（５）福祉関連団体の役割 
福祉の専門家として、情報提供や啓発を様々な機会を通して行うことで、市民の健康を

支援する役割を担います。 

誰一人取り残さない健康づくりを進めるため、保健・医療等とのつながりを密にし、生

活の質の維持向上を支援する役割が期待されます。 

 

（６）職場・企業の役割 
 働く人々やその家族の健康づくりを積極的に支援することが期待されます。 

また、地域社会に向けた健康づくりの環境整備などの積極的な働きかけが期待されます。 

 

（７）医療保険者の役割 
被保険者の健康の保持増進をめざした保健事業の充実強化を図り、より効果的な活動を

展開していくことが求められます。特に、特定健康診査・特定保健指導などの保健事業を

推進することで、生活習慣病の予防に努めることが期待されます。 

 

（８）教育機関等の役割 
生涯にわたる望ましい生活習慣が身につく時期として、乳幼児期から学齢期は非常に重

要な時期です。こころと体の健康づくりを進めるために、家庭、地域と連携を図りながら、

園児、児童、生徒等が自ら健康的な生活習慣を選択できる力を育むことが期待されます。 
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（９）市の役割 
本計画の推進管理を行うとともに、市の特性に応じた市民一人ひとりの健康づくりに関

する諸施策を実施する役割があります。県や関係機関等と連携するとともに、保健、福

祉、教育、市民自治、生涯学習、都市計画、スポーツ等の関係各課と協力・連携を図り、

それぞれの部門と情報や目的を共有しながら、市民の健康づくりを推進していきます。 

 さらに、将来を見据えた健康づくりを推進するにあたり、行政だけではなく、地域の各

種団体や関係機関とともに、誰一人取り残さない健康づくり、そしてより実効性をもつ施

策の実施に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

行政 

教育機関等 

医療保険者 

保健医療関連団体 

福祉関連団体 

職場・企業 

家庭 

地域 

市民 
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第６章 計画の評価 

 

１ 評価方法 

（１）評価項目と指標設定の考え方  
計画の改定にあたっては、市民の健康に関する各種指標をもとに、到達すべき目標を設定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗管理 
本計画の推進については、藤沢市健康づくり推進会議において、定期的にモニタリング

の評価を行いながら、計画の進捗状況の確認を行います。 

なお、計画を推進していく過程において、社会・経済情勢や健康づくりを取り巻く環境

の変化により、新たな施策の展開、計画の見直しが必要となった場合には、柔軟に対応し

ていくこととします。 

 

各分野で掲載している指標項目を一覧表にして掲載 
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資料編 
 

１ 本計画の策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

２ 藤沢市歯及び口腔の健康づくり推進条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市健康増進計画（第３次） 

(元気ふじさわ健康プラン） 

 

発行年月 令和７年３月 

発  行 藤沢市 健康医療部 健康づくり課 

〒２５１－００２２ 藤沢市朝日町１番地の１ 

電話 ０４６６－２５－１１１１（代表） 

 


